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は じ め に 

人口が減少し急速な高齢化に歯止めがかからない状況の中、豊富な知識と経験を

持つ高齢者の方々が、地域社会の重要な担い手として積極的に社会に参加していた

だくことは、まちづくりにおいて大切なことです。また、高齢者の方々が自立し安

心して生活するうえで、地域が高齢者を支える仕組みが重要な役割を果たします。 

平成 12年度からスタートした介護保険制度は、介護サービスを利用する方が増

加するとともに制度に対する理解も深まり、制度改正を経て、老後における介護の

不安を解消する社会システムとして定着してきたところです。 

本町では、平成 26年度に「第６期 清水町老人保健福祉計画・介護保険事業計

画（平成 27年度～平成 29年度）」を策定し、高齢者福祉行政を推進して参りまし

た。 

本計画は３年毎に見直すものであり、今般、平成 30年度から３箇年の第７期計

画を策定するため、平成 29年９月に策定委員会を設置し、検討を重ねてきました。 

本計画の策定にあたっては、第６期計画より掲げていた、いわゆる団塊の世代が

後期高齢者となる 2025年に向けて高齢化が一層進展すること、また、一人暮らし

の高齢者や高齢者世帯のみの増加、さらには認知症高齢者の増加が見込まれること

などから、可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じた自立した日常生

活を営むことができるよう、それぞれのニーズに応じて、医療、介護、予防、住ま

い及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の

構築に向けて引き続き努めてまいります。 

今後は、北海道の計画推進と合わせて介護の担い手確保に努め、町民の皆様と関

係団体・機関との連携により、だれもが「豊かな高齢期」を実現でき「この“まち”

で暮らしていこう」と思える「優しいまちづくり」を進めてまいります。 

最後に、本計画策定にあたり熱心な論議を重ね、ご提言を頂きました清水町高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

平成 30年３月 

 

清水町長  阿 部 一 男 
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第１章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画策定の趣旨と位置づけ 

（１）計画策定の趣旨 

我が国においては、長きにわたって少子高齢化が進んできており、平成 27 年（2015

年）に実施された国勢調査では、総人口が初めて減少に転じた一方、高齢者数は約

33,422 千人と過去最高を記録し、高齢化率は 26.7％となっています。また、平成 27

年には団塊の世代すべてが 65 歳以上の高齢者となり、平成 37 年（2025 年）には高齢

者の４人に１人が 75 歳に到達することが見込まれており、医療や介護、福祉サービス

などにかかる社会保障費がさらに増大していくことが懸念されています。また、平成

52 年（2040 年）にはいわゆる「団塊ジュニア世代」が 65 歳となり、人口の高齢化が

さらに進むことが見込まれています。 

このため、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）を見据え、第６期計

画から構築に向け取り組んでいる「地域包括ケアシステム」をより深化させ、高齢者

が自身の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、

要介護状態等となることへの予防、要介護状態等の軽減・悪化を防止することが求め

られています。また、地域共生社会の実現に向け、地域住民と行政などとの協働によ

る地域や個人の生活課題の解決を図っていく必要があります。 

本町においては、本町の最上位計画である第５期清水町総合計画で、「みんなで活

き生き 豊かさ育むまち とかちしみず」を将来像に掲げ、健康・医療・福祉分野の

目標として「誰もが健康で思いやりのあふれるまちづくり」を設定し、高齢者に対し

ては、地域社会の中で長年培った知識や経験をまちづくりに活かし、地域や異世代と

の関わりを持ち、健康で生きがいを持って自立して暮らせる地域づくりに努めるとと

もに、誰もが住みやすい人にやさしいまちづくりを進めてきました。第６期清水町高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、基本理念として、①個人の尊厳、②サー

ビスの自己選択・自己決定、③高齢者の自立支援、④サービスの公平性、⑤サービス

の総合性、⑥サービス利用者の権利保障の６つを掲げ、施策の展開を推進してきまし

た。 

一方で、高齢者（65 歳以上）人口は平成 27 年（2015 年）国勢調査では 3,330 人と

なっており、高齢化率は 34.7％となっています。高齢化率の上昇は今後も継続し、平

成 42 年（2030 年）には 50％を超えると予想されています。 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らすためには、高齢者自身が「支

えられる」だけではなく、「支える」役割を担い、高齢者自身が地域における活動の

担い手として、世代を超えた地域住民同士の役割分担・支え合いを進めていく必要が

あります。 

本計画の策定にあたっては、第６期計画（計画期間：平成 27～29 年度）より掲げた

地域包括ケアシステムの構築に向けて引き続き努めるとともに、現在の課題や特性を

把握しながら、住み慣れた地域で助け合い、自分らしく生きていくことのできる社会

の実現を目指します。 
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（２）本計画の法的位置づけ及び上位計画・他計画との関係性 

「高齢者福祉計画」は、老人福祉法第 20条の８に基づく「老人福祉計画」であり、老

人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画です。 

「介護保険事業計画」は、介護保険法第 117条に基づく介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施に関する計画です。 

本計画は、以上の２計画を、整合性を図りつつ、一体のものとして策定するものです。 

また、本計画は「第５期清水町総合計画」を上位計画とし、健康・医療・福祉分野の

目標である「誰もが健康で思いやりのあふれるまちづくり」の実現を目指す個別計画と

して、「清水町障がい福祉計画」や「健康増進計画」など他の関連計画や北海道の保健

福祉計画等との連携を図っています。 

■計画の位置づけ■ 
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清水町総合計画 

高齢者保健福祉計画 

（老人福祉法） 

介護保険事業計画 

（介護保険法） 

清水町障がい福祉計画 

北海道保健医療福祉計画 

北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画 

十勝保健医療福祉圏域連携推進会議 

清水町地域福祉計画 清水町地域福祉実践計画 
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（３）計画期間 

今回策定する第７期計画は、第６期計画の課題・評価や介護保険制度の改正を踏ま

えつつ、平成 30 年度（2018 年度）から平成 32 年度（2020 年度）までの３年間を計

画期間と定めます。また、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）を見据

え、中長期的な視点から施策の展開を図ります。 
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世
代
が
高
齢
者
に

第７期計画

第８期計画

平成37年度を見据えた

計画の策定
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第２節 計画策定にあたっての基本的な視点 

介護保険制度については、３年ごとに大きな見直しが行われています。第６期清水町

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、平成 26年（2014年）６月に成立した「地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（医療・介護総合確保推進法）」に基づき、団塊の世代の高齢者が 75歳以上となる平

成 37年（2025年）に向けて、「医療」、「介護」、「予防」、「住まい」、「生活支援」

を柱として高齢者の生活を支援していく「地域包括ケアシステム」の構築に取り組んで

きました。 

そして、第７期清水町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に合わせて行わ

れる今回の制度改正は、平成 29年（2017年）５月に成立した「地域包括ケアシステムの

強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、介護保険制度改正の大枠が

示されています。 

この改正では、「地域包括ケアシステムの深化・推進」と「介護保険制度の持続可能

性の確保」を柱とし、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進、

介護医療院の新設、一定以上所得者の利用者負担３割化、新たな共生型サービスの創設

等の制度改正がなされ、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の

実現を図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを

必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることが求められています。 

第７期計画の策定にあたっては、これらを踏まえ行政のみならず、あらゆる住民が「我

が事」として主体的に捉え、役割を持ち、地域の多様な主体と協働し、自分らしく生活

できるコミュニティを育成する、「まちぐるみの支えあいのしくみづくり」としての地

域包括ケアシステムの深化、推進に取り組んでいくものとします。 

■地域包括ケアシステムの姿■ 
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■地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント■ 

 地域包括ケアシステムの深化・推進  

１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進 

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 

・介護保険事業計画の策定にあたり、国から提供されたデータの分析の実施 

・介護保険事業計画に介護予防・重度化防止、介護給付費適正化等の取組内容及び目標を記載 

・介護保険事業計画に位置づけられた目標の達成状況についての公表及び報告 

・財政的インセンティブの付与（交付金の交付）の規定の整備 

・都道府県による市町村に対する支援（研修、情報提供等）の規定の整備 

・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等） 

・市町村長から都道府県知事へ意見を申し出ることができる等、居宅サービス等事業者の指定

に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の

導入） 

・国及び地方公共団体の認知症に関する施策の総合的な推進（認知症に関する知識の普及・啓

発、認知症の人に応じたリハビリテーション及び認知症の人を介護する人の支援、その他認

知症に関する施策の推進、認知症の人及びその家族の意向の尊重に努める等） 

 

２ 医療・介護の連携の推進等 

○「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての

機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設（介護医療院）の創設 

○医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他

の支援の規定の整備 

 

３ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等 

○地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項を記載

した地域福祉計画の策定の努力義務化 

○高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福

祉制度に新たに共生型サービスを位置づけ 

○その他、有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化、障害者支援施設等を退所

して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し 

 介護保険制度の持続可能性の確保  

４ 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し 

○現行２割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合の３割化 

 

５ 介護納付金における総報酬割の導入 

○各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間

では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

第１節 高齢者の現状 

（１）総人口の推移 

国勢調査に基づく平成 27年（2015年）10月１日現在の本町の総人口は 9,599人で、

長期に減少傾向が続いています。人口増加率でみると、５年間で３～５％の減少が続い

ています。北海道及び全国の人口増加率と比較しても、本町の人口減少が速いスピード

で進んでいることがわかります。 

■清水町の総人口と増加率の推移■ 

単位：人、％ 

 
平成 12 年 

（2000 年） 

平成 17 年 

（2005 年） 

平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

清水町 
総人口（人） 10,988 10,464 9,961 9,599 

増加率（％） -3.0 -4.8 -4.8 -3.6 

北海道 
総人口（人） 5,683,062 5,627,737 5,506,419 5,381,733 

増加率（％） -0.2 -1.0 -2.2 -2.3 

全国 
総人口（人） 126,925,843 127,767,994 128,057,352 127,094,745 

増加率（％） 1.1 0.7 0.2 -0.8 

資料：国勢調査 

 

■人口増加率の比較（清水町・北海道・国）■ 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（２）人口構造 

本町の人口構造をみると、65歳以上の人口は増加傾向にある一方、年少人口、生産年

齢人口が減少傾向にあります。年齢３区分別人口の構成比をみると、高齢者の占める割

合（高齢化率）が上昇し続けています。今後も、高齢化率が上昇することにより、現役

世代への負担が増大する可能性があります。 

■年齢３区分別人口の推移■ 

単位：人 

 
平成 12 年 

（2000 年） 

平成 17 年 

（2005 年） 

平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

年少人口 1,588 1,327 1,160 1,095 

生産年齢人口 6,750 6,228 5,722 5,167 

高齢者人口 2,650 2,909 3,077 3,330 

総人口 10,988 10,464 9,961 9,599 

資料：総務省「国勢調査」 

注）総人口には年齢不詳を含むため、各区分の合計が総人口と一致しない場合がある。 
 

 

■年齢３区分別人口の構成比の推移■ 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 

注）総人口には年齢不詳を含むため、各区分の合計が総人口と一致しない場合がある。 
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（３）高齢化率の推移 

年齢３区分別人口のうち、高齢者人口についてみると、前期高齢者（65～74歳）は 1,500

人程度で推移しています。一方で、後期高齢者（75歳以上）が増加しており、平成 27

年（2015年）には 1,800人を超えています。団塊の世代の高齢化により、今後も後期高

齢者が増加する可能性があります。 

また、本町の高齢化率を全国、北海道と比較すると、高い水準で推移しています。 

■高齢者人口と高齢化率の推移■ 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 

 

■高齢化率の推移の比較■ 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 
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（４）高齢者世帯の推移 

本町の一般世帯数は 4,100世帯程度で推移しています。高齢者世帯についてみると、

増加を続けており、高齢者のいる世帯は高止まり傾向を示しています。また、高齢者の

いる世帯が増加傾向にあり、高齢者単身世帯、高齢夫婦世帯も増加しています。高齢者

単身世帯の占める割合は平成 27年（2015年）に 13.6％となっており、今後も増加する

ものと見込まれます。今後も、独居高齢者だけではなく、高齢夫婦世帯も含めて経過を

注視していく必要があります。 

■清水町の高齢者のいる世帯数の推移■ 

単位：世帯、％ 

 平成 12 年 

（2000 年） 

平成 17 年 

（2005 年） 

平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

一般世帯数(B) 4,061 4,107 4,074 4,108 

高齢者（65 歳以上）のいる世帯(C) 1,721 1,841 1,924 2,027 

 比率(C)/(B) 42.4 44.8 47.2 49.3 

65 歳以上高齢者単身世帯(D) 362 458 503 557 

 比率(D)/(B) 8.9 11.2 12.3 13.6 

高齢夫婦世帯数(E) 566 631 675 761 

 比率(E)/(B) 13.9 15.4 16.6 18.5 

資料：総務省「国勢調査」 

 

■清水町の高齢者のいる世帯数の推移■ 
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（５）高齢者の就労状況 

高齢者の労働力状態の推移をみると、平成 12年（2000年）の高齢者のうち、仕事をし

た人は、677人と、４人に１人が何らかの仕事をした人となっています。平成 27年（2015

年）では仕事をした人が 835人と、高齢者の増加に合わせて何らかの仕事をした人が増

えています。 

特に、「主に仕事」は平成 12年（2000年）では 516人でしたが、平成 27年（2015年）

には 626人と、大幅に伸びています。 

■高齢者の就労状況■ 

単位：人 

 平成 12 年 

（2000 年） 

平成 17 年 

（2005 年） 

平成 22 年 

（2010 年） 

平成 27 年 

（2015 年） 

高齢者人口 2,650 2,909 3,077 3,330 

 主に仕事 516 509 511 626 

 家事のほか仕事 161 183 179 209 

 通学のかたわら仕事 0 0 0 0 

 休業者 16 12 7 8 

 完全失業者 5 19 20 14 

 その他 1,142 1,568 1,735 1,641 

資料：総務省「国勢調査」 

 

■清水町の高齢者のいる世帯数の推移■ 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 
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第２節 介護保険給付等の状況 

（１）被保険者数の推移 

第１号被保険者（65歳以上）数は微増で推移しています。平成 27年度（2015年度）

には 3,300人を突破しました。 

前期高齢者、後期高齢者もともに増加する傾向にあります。平成 29年（2017年）２月

末時点では、後期高齢者が前期高齢者の約 1.20倍となっています。 

■清水町の第１号被保険者数の推移■ 

単位：人 

 第１号被保険者 前期高齢者 後期高齢者 

平成 21年（2009年）３月末 3,109 1,476 1,633 

平成 22年（2010年）３月末 3,142 1,474 1,668 

平成 23年（2011年）３月末 3,120 1,430 1,690 

平成 24年（2012年）３月末 3,099 1,397 1,702 

平成 25年（2013年）３月末 3,162 1,427 1,735 

平成 26年（2014年）３月末 3,200 1,455 1,745 

平成 27年（2015年）３月末 3,255 1,484 1,771 

平成 28年（2016年）３月末時点 3,316 1,504 1,812 

平成 29年（2017年）２月末時点 3,342 1,518 1,824 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

※平成 27、28年度のみ厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

※平成 27、28年度のみ厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 

 

 

1,476 1,474 1,430 1,397 1,427 1,455 1,484 1,504 1,518

1,633 1,668 1,690 1,702 1,735 1,745 1,771 1,812 1,824

3,109 3,142 3,120 3,099 3,162 3,200 3,255 3,316 3,342

0

2,000

4,000

平成21年

（2009年）

3月末

平成22年

（2010年）

3月末

平成23年

（2011年）

3月末

平成24年

（2012年）

3月末

平成25年

（2013年）

3月末

平成26年

（2014年）

3月末

平成27年

（2015年）

3月末

平成28年

（2016年）

3月末時点

平成29年

（2017年）

2月末時点

前期高齢者 後期高齢者



 

12 

（２）要支援・要介護認定者数と認定率の推移 

第１号被保険者の要介護・要支援認定者数についてみると、高齢化の進行に伴って、

増加しています。平成 21年（2009年）３月末には 518人でしたが、平成 29年（2017年）

２月末時点で 681人と、約 1.31倍となっています。 

要支援・要介護区分では、「要支援１」が中でも大きく増加していますが、要介護４

以上に限ってみると、微減で推移しています。合計認定率でみると、上昇傾向にあるこ

とがわかります。 

■要支援・要介護認定者数と合計認定率の推移■ 

単位：人、％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

※平成 27、28年度のみ厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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また、第１号被保険者の認定率について、全国、北海道と比較すると、ほぼ北海道と

同じ値で推移しています。 

■認定率の推移の比較■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

※平成 27、28年度のみ厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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（３）受給者数と受給率の状況 

介護保険サービスの受給者数をみると、居住系サービスは 51人で一定となっています

が、その他のサービスは微減で推移しています。平成 26年度（2014年度）から平成 27

年度（2015年度）までの要支援・要介護認定者は 16人増加しているのに対し、合計受給

者数は 13人減少しています。 

長期間給付されていない利用者には、必要に応じて本人、高齢者を介護する者（家族

等）への支援を強化するほか、①住宅改修や福祉用具購入の利用となっている場合、②

現時点では介護保険サービスの必要性は低いものの、潜在的ニーズやリスクを抱えてい

る可能性がある場合、③介護保険サービスを利用したくても利用したいサービスがない

場合などが想定されます。制度の理解が進んでいるか、あるいは利用者ニーズと提供さ

れているサービスにギャップがないかなど、効果的なサービスの提供体制の構築に向け

て、在宅医療・介護連携推進事業等の各種事業を含め、様々な機会を活用して地域の関

係者と総合的に議論することが重要であると考えられます。 

■介護保険サービスの受給者数の推移■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 

※12か月分の平均値により表示。 
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また、在宅サービスと施設・居住系サービスの受給率の分布を散布図でみると、全国、

北海道と比較すると、本町は、施設・居住系サービスの受給率は高く、在宅サービスの

受給率が低い状況となっています。 

■在宅サービスと施設・居住系サービスの受給率の分布■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（平成 29 年１月） 
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（４）受給者１人当たり給付月額の状況 

第１号被保険者１人当たり給付月額（要介護度別）の推移をみると、全国及び北海道

の傾向と同様に増加しています。受給者１人当たり給付月額でみると、平成 23年度以前

は全国、北海道とほぼ同じ水準で推移していましたが、平成 23年度以降は、それよりも

高い水準となっています。 

在宅サービスの１人当たり給付月額についてみると、全国、北海道の利用よりも低く

なっています。 

■第１号被保険者１人当たり給付月額（要介護度別）の推移■ 

単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

※平成 27、28年度のみ「介護保険事業状況報告」月報 

 

■受給者１人当たり給付月額（在宅サービス）（要介護度別）の推移■ 

単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 

 

平成21年

（2009年）

３月末

平成22年

（2010年）

３月末

平成23年

（2011年）

３月末

平成24年

（2012年）

３月末

平成25年

（2013年）

３月末

平成26年

（2014年）

３月末

平成27年

（2015年）

３月末

要介護５ 4,702 5,476 5,662 5,506 5,827 6,111 6,305

要介護４ 3,075 2,830 2,865 3,603 4,698 4,858 5,303

要介護３ 3,630 3,288 3,678 4,084 3,246 3,844 3,385

要介護２ 2,126 2,091 2,486 3,173 3,149 3,445 3,700

要介護１ 2,231 2,367 2,123 2,430 2,049 2,633 2,926

要支援２ 443 569 816 786 873 859 938

要支援１ 381 456 525 483 538 708 678

合計給付月額 16,588 17,077 18,155 20,065 20,380 22,458 23,235

北海道 16,805 17,181 17,233 18,057 18,659 19,131 19,519

全国 17,340 17,680 17,875 18,725 19,587 20,130 20,628

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成28年

（2016年）

1月

平成28年

（2016年）

2月

平成28年

（2016年）

3月

平成28年

（2016年）

4月

平成28年

（2016年）

5月

平成28年

（2016年）

6月

平成28年

（2016年）

7月

平成28年

（2016年）

8月

平成28年

（2016年）

9月

平成28年

（2016年）

10月

平成28年

（2016年）

11月

平成28年

（2016年）

12月

要介護5 12,347 12,197 10,737 10,926 8,718 10,590 9,656 8,119 10,401 12,625 11,425 12,227

要介護4 10,854 10,726 10,830 11,461 11,733 12,714 11,760 11,378 11,151 11,111 10,729 9,219

要介護3 16,311 15,414 13,982 17,671 16,373 18,585 16,495 15,351 17,279 17,640 17,116 19,783

要介護2 21,273 20,960 22,916 25,347 22,127 25,283 21,517 21,108 22,541 24,045 21,662 20,652

要介護1 28,229 27,160 28,706 32,946 32,622 29,211 29,517 29,145 27,844 30,486 29,913 30,244

要支援2 8,030 8,427 9,022 10,506 10,002 9,722 10,233 10,166 11,022 10,447 11,015 10,105

要支援1 5,434 5,475 6,461 7,974 5,874 5,516 5,837 5,393 5,414 5,123 5,749 5,399

合計 102,478 100,359 102,654 116,830 107,449 111,621 105,014 100,661 105,651 111,478 107,608 107,628

北海道 101,210 100,987 105,128 103,196 105,252 104,721 105,498 105,957 104,893 105,928 104,535 105,485

全国 112,462 112,909 118,083 115,863 118,341 117,872 118,767 119,333 118,310 119,684 118,059 118,855

0

40,000

80,000

120,000

160,000
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また、受給者１人当たりの給付月額（要介護度別）を全国、北海道と比較すると、要

支援１・２、要介護１が高くなっている一方、要介護２以上では低くなっています。 

■受給者１人当たり給付月額（在宅及び居住系サービス）（要介護度別）の比較■ 

単位：円 

 全国 北海道 清水町 

要支援１ 2,913 3,831 5,246 

要支援２ 5,638 6,212 9,752 

要介護１ 22,252 24,222 24,433 

要介護２ 26,838 24,767 22,367 

要介護３ 23,908 18,616 17,514 

要介護４ 19,323 14,568 8,450 

要介護５ 15,097 11,415 10,345 

合計 115,969 103,631 98,107 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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（５）介護保険サービスの状況 

給付費の実績は、計画比でみると、訪問入浴介護、認知症対応型通所介護、通所介護

などの利用が計画よりも大幅に下回っています。 

■介護保険事業計画の総括（給付費）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

注）平成 28 年度は「介護保険事業状況報告」月報。 

 

H27 H28 H27 H28 H27 H28

（円） 421,682,354 411,789,441 430,186,000 430,176,000 98.0% 95.7%

（円） 166,539,103 160,128,940 175,264,000 175,264,000 95.0% 91.4%

（円） 97,299,685 96,072,749 93,526,000 93,526,000 104.0% 102.7%

（円） 157,843,566 151,206,714 156,978,000 156,978,000 100.6% 96.3%

（円） 0 4,381,038 4,418,000 4,408,000 0.0% 99.4%

（円） 132,382,256 149,243,536 131,566,000 154,529,000 100.6% 96.6%

（円） 29,230,928 22,602,165 25,102,000 28,015,000 116.4% 80.7%

（円） 0 0 0 0 - -

（円） 103,151,328 126,641,371 106,464,000 126,514,000 96.9% 100.1%

（円） 307,855,495 312,713,462 329,561,000 342,731,000 93.4% 91.2%

（円） 22,003,669 21,436,962 21,574,000 22,144,000 102.0% 96.8%

（円） 653,706 1,391,602 2,454,000 2,737,000 26.6% 50.8%

（円） 960,789 1,056,045 968,000 968,000 99.3% 109.1%

（円） 3,679,326 4,593,264 0 0 - -

（円） 924,723 1,141,665 865,000 1,013,000 106.9% 112.7%

（円） 81,994,892 68,227,034 98,967,000 104,732,000 82.9% 65.1%

（円） - 6,025,448 0 0 - -

（円） 16,467,660 16,215,418 17,087,000 17,223,000 96.4% 94.1%

（円） 32,823,591 33,986,450 46,259,000 46,259,000 71.0% 73.5%

（円） 1,453,563 1,780,373 1,286,000 1,286,000 113.0% 138.4%

（円） 0 0 0 0 - -

（円） 11,489,721 12,911,653 10,572,000 12,067,000 108.7% 107.0%

（円） 886,633 1,428,152 1,284,000 1,403,000 69.1% 101.8%

（円） 2,010,036 3,798,958 3,185,000 3,482,000 63.1% 109.1%

（円） 0 1,843,218 0 0 - -

（円） 0 0 0 0 - -

（円） 3,317,094 6,399,332 7,784,000 10,679,000 42.6% 59.9%

（円） 105,445,116 106,282,998 90,754,000 90,870,000 116.2% 117.0%

（円） 0 0 0 0 - -

（円） 23,744,976 24,194,890 26,522,000 27,868,000 89.5% 86.8%

小計

小計

夜間対応型訪問介護

福祉用具貸与

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防支援・居宅介護支援

短期入所生活介護

短期入所療養介護（病院等）

特定福祉用具販売

住宅改修

短期入所療養介護（老健）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問介護

訪問入浴介護

居宅療養管理指導

通所介護

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

訪問看護

地域密着型通所介護

居住系

サービス

在宅サー

ビス

小計

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

実績値 計画値 対計画比

施設サー

ビス
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第３章 高齢者のニーズ 

第１節 調査の概要 

本計画を策定するにあたり、①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、②在宅介護実態

調査の２種の調査を実施しました。 

（１）実施概要 

調査の実施概要は次のとおりです。 

■調査の実施概要■ 

調査 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

調査対象 町内にお住まいの 65歳以上の方 
町内にお住まいの要介護認定を

受けられた方 

配布数 1,000票 670票 

有効回収数 628票 344票 

有効回収率 62.8％ 51.3％ 

調査方法 郵送法 郵送法 

調査時期 平成 29年（2017年）５月 平成 29年（2017年）５月 

調査地域 清水町全域 清水町全域 
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第２節 調査結果の概要 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

①回答者の属性 

回答者の属性は以下のとおりとなっています。 

■性別■ 

 

 

 

 

 

■年齢■ 

 

 

 

 

 

■認定された介護度■ 

 

 

 

 

 

 

■居住地区■ 

 

 

 

 

 

 

43.3 53.2

3.5

男性 女性 無回答

ｎ

628

（％）

全体

29.9 20.2 19.4 18.5 8.1

2.2 0.3 0.0 1.3

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85～
89歳

90～
94歳

95～
99歳

100歳
以上

無回答

ｎ

628

（％）

全体

2.4 1.3 0.5

80.9 15.0

介護予防・日
常生活支援総

合事業対象者

要支援１ 要支援２ 上記以外の一
般高齢者

無回答

ｎ

628

（％）

全体

58.6 19.7 19.1

1.0 0.0 1.6

清水市街 御影市街 農村地域 その他 わからない 無回答

ｎ

628

（％）

全体
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②家族構成 

家族構成について尋ねたところ、「夫婦２人暮らし（配偶者 65歳以上）」が５割弱を

占めています。また、「１人暮らし」も２割弱となっており、高齢夫婦世帯や高齢者の

独居世帯の割合が高くなっている傾向がうかがえます。 

また、居住地区別にみると、清水市街では御影市街、農村地域と比べて「１人暮らし」、

「夫婦２人暮らし（配偶者 65歳以上）」の割合が高くなっていることがわかります。 

■家族構成■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③日常的な外出について 

週に１回以上の外出については、「週２～４回」が４割強、「週５回以上」が３割弱

を占めています。一方で、「ほとんど外出しない」は 6.8％となっています。男性よりも

女性の外出回数が比較的多いことがうかがえます。また、農村地域では外出の回数が少

ない傾向がうかがえます。 

■週に１回以上の外出■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 17.2 44.3 27.9

3.8

7.7 12.5 37.5 40.1

2.2

6.0 21.0 50.0 19.5

3.6

4.4

14.3 47.9 32.1

1.3

9.5 20.0 41.6 23.9

4.9

6.8 16.3 45.7 28.8

2.4

5.6 12.1 47.6 30.6

4.0

9.2 24.2 40.8 21.7

4.2

ほとんど外出
しない

週１回 週２～４回 週５回以上 無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

19.3 45.1 6.8 12.4 15.0

1.4

10.3 48.9 14.0 12.5 14.0

0.4

25.7 43.4

1.5

12.9 15.9

0.6

16.2 44.1 12.7 7.0 19.4

0.6

23.0 46.6

1.0

18.4 10.5

0.7

23.4 50.0 6.5 9.0 10.1

1.1

17.7 41.1 5.6 12.1 23.4

0.0

10.0 35.8 8.3 24.2 21.7

0.0

１人暮らし 夫婦２人暮
らし(配偶

者65歳以
上)

夫婦２人暮
らし(配偶

者64歳以
下)

息子・娘と

の２世帯

その他 無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）
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昨年と比べて外出の回数が減っているかについて尋ねたところ、「あまり減っていな

い」が 44.3％、「減っていない」が 33.4％と、“減っていない”と回答した人の割合は

８割弱となっています。一方、「とても減っている」と「減っている」を合わせた“減

っている”の割合は２割弱となっています。 

“減っている”の割合をみると、前期高齢者よりも後期高齢者が高くなっており、加

齢に伴って外出の回数が少なくなる傾向がうかがえます。 

■昨年と比べて外出の回数が減っている■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、外出する際の移動手段については、「自動車（自分で運転）」が第１位、「徒

歩」が第２位となっています。上位に公共交通機関がないことから、公共交通機関の利

用はあまりないことがうかがえます。 

■外出する際の移動手段■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

15.6 44.3 33.4

3.5

2.6

12.5 43.0 39.7

2.2

3.0

18.6 45.8 29.6

3.0

1.0

12.4 40.6 44.1

1.9

5.6 19.0 48.5 23.3

3.6

3.3

17.4 45.9 31.0

2.4

4.0

15.3 41.9 36.3

2.4

1.7

11.7 45.0 37.5

4.2

とても減って
いる

減っている あまり減って
いない

減っていない 無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

64.0

37.4

27.7

14.2

11.1

8.8

3.2

3.0

0.8

0.3

0.0

0.0

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70

自動車(自分で運転)

徒歩

自動車(人に乗せてもらう)

自転車

電車

タクシー

バス

病院や施設のバス

バイク

歩行器・シルバーカー

車いす

電動車いす(カート)

その他

（％）n=628
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④普段の生活について 

誰かと食事をともにする機会については、「毎日ある」が４割強を占めています。 

属性別にみると、前期高齢者では「毎日ある」が５割強を占めていますが、後期高齢

者では４割弱となっており、高齢になるにつれて孤食の傾向が強くなる傾向がうかがえ

ます。また、居住地区別にみると、御影地域、農村地域では「毎日ある」が５割程度と

なっていますが、清水市街では４割強となっています。 

■誰かと食事をともにする機会■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分で食品・日用品の買物をしているかどうかについては、「できるし、している」

が８割強を占めています。 

性別で比較すると、女性では「できるし、している」が９割強となっていますが、男

性では７割強となっています。 

■自分で食品・日用品の買物をしている■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.1 8.6 18.6 18.6 6.4

3.7

46.7 9.2 13.2 19.5 8.1

3.3

42.8 8.4 22.5 17.4 5.1

3.9

51.4 9.2 19.0 13.7

4.1 2.5

37.4 8.2 17.7 23.3 8.9

4.6

41.3 10.6 20.7 17.4 6.8

3.3

47.6 6.5 16.9 15.3 8.9

4.8

51.7

5.0

13.3 24.2

2.5 3.3

毎日ある 週に何度か
ある

月に何度か
ある

年に何度か
ある

ほとんど
ない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

82.2 14.0

2.5 1.3

72.1 23.2

3.3 1.5

90.1 7.2

1.5 1.2

84.4 12.7

1.6 1.3

80.0 15.4

3.3 1.3

82.6 13.3

2.7 1.4

81.5 14.5

3.2 0.8

80.0 17.5

0.8 1.7

できるし、して
いる

できるけどして
いない

できない 無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）
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自分で食事の用意をしているか尋ねたところ、「できるし、している」は７割弱とな

っています。 

性別で比較すると女性では「できるし、している」が９割半ばを占めていますが、男

性では４割弱となっており、「できるけどしていない」が５割弱を占めています。 

■自分で食事の用意をしているか■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の中で困っていることについては、「庭木の手入れ」や「家具の移動や電球

の取り替え等、簡易な修繕」、「外出時の移動手段」が上位となっています。なお、「特

に困っていることはない」が圧倒的に高い割合を占めており、日常生活での困りごとに

ついては、自力で解決している人が多いことがうかがえます。 

■日常生活の中で困っていること■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.3 22.5 6.2

2.1

39.0 46.7 11.8

2.6

94.6

2.4 1.5 1.5

69.5 22.2 6.7

1.6

68.5 23.3 5.6

2.6

72.8 19.8

4.9 2.4

63.7 27.4 8.1

0.8

62.5 26.7 8.3

2.5

できるし、して
いる

できるけどして
いない

できない 無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

10.4

8.6

7.2

4.0

4.0

3.3

3.0

2.9

2.9

2.9

2.5

1.9

1.9

1.1

0.8

0.3

2.2

61.8

0 10 20 30 40 50 60 70

庭木の手入れ

家具の移動や電球の取り替え等、簡易な修繕

外出時の移動手段

日常の買い物

通院や薬を取りに行くこと

公共機関の手続き

話し相手

家の掃除や洗濯

食事の準備

家族の介護や世話

ゴミ出し

入浴

預貯金の出し入れ

外出の付き添い

ペットの世話

日常の声かけ・見守り

その他

特に困っていることはない

（％）n=628



 

25 

⑤地域活動への参加について 

会・グループ等への参加状況については、いずれも「参加していない」の割合が高く

なっています。 

老人クラブの参加状況についてみると、農村地域での参加が多いことがうかがえます。

また、趣味関係のグループについても、参加している人の割合が他と比べて高くなって

います。 

■会・グループ等への参加状況（ボランティアのグループ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会・グループ等への参加状況（スポーツ関係のグループやクラブ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 0.6 1.4

5.4 6.8 43.8 41.4

0.0 0.0 1.1

5.9 8.8 47.8 36.4

0.9 1.2 1.8

5.1 5.4 41.0 44.6

0.3 0.3 1.6

5.1 9.2 48.6 34.9

0.7 1.0 1.3

5.6

4.3

39.0 48.2

0.8 0.5 1.6 4.6

6.0 45.1 41.3

0.0 1.6 2.4

8.9 6.5 46.8 33.9

0.0 0.0 0.0 3.3

9.2 35.8 51.7

週４回
以上

週２～３
回

週１回 月１～３
回

年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

4.9 4.5 4.0 3.8 2.1

41.4 39.3

5.1 5.1

3.3

5.9

2.6

44.9 33.1

4.5 3.6 4.5 2.4 1.8

39.2 44.0

4.1 4.8 3.8 4.4 2.9

46.0 34.0

5.9

3.9 3.9 3.3 1.3

36.7 44.9

6.0

4.1 4.1 4.1 1.9

42.4 37.5

3.2 4.0

5.6 6.5

2.4

43.5 34.7

3.3

5.8

0.8 0.8 2.5

35.8 50.8

週４回
以上

週２～３
回

週１回 月１～３
回

年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）
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■会・グループ等への参加状況（趣味関係のグループ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会・グループ等への参加状況（学習・教養サークル）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会・グループ等への参加状況（老人クラブ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

5.4

4.0

9.4 8.0 36.5 34.6

1.5 4.0 4.0

7.7 12.5 40.4 29.8

2.7

6.3

4.2

11.4

4.8

33.5 37.1

1.9 4.4 4.8

10.2 7.6 41.9 29.2

2.6

6.2

3.3

8.9 8.5 30.8 39.7

3.0

6.0

4.6

10.1 6.5 38.6 31.3

0.8

7.3

4.8

10.5 7.3 37.1 32.3

0.8 1.7 1.7

7.5 14.2 26.7 47.5

週４回
以上

週２～３
回

週１回 月１～３
回

年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

0.6 0.5 0.6 3.5 2.9

47.0 44.9

0.4 0.0 0.7 1.5 4.0

54.0 39.3

0.9 0.9 0.6

5.4

2.1

42.2 47.9

1.0 0.3 0.3 4.1 1.9

53.7 38.7

0.3 0.7 1.0 3.0 3.9

40.3 50.8

1.1 0.8 0.5 3.8 2.7

48.4 42.7

0.0 0.0 1.6 4.0 2.4

52.4 39.5

0.0 0.0 0.0 2.5 3.3

36.7 57.5

週４回
以上

週２～３
回

週１回 月１～３
回

年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

1.0 0.6 1.1 4.1 4.3

48.2 40.6

0.4 0.7 1.1 4.4 4.4

53.3 35.7

1.2 0.6 1.2 4.2 4.5

44.9 43.4

0.3 0.0 0.6 3.2 4.1

55.6 36.2

1.3 1.3 1.6

5.

4.6

41.0 44.9

0.8 0.3 1.6 2.2 2.2

50.8 42.1

0.0 0.8 0.0 1.6 1.6

54.0 41.9

2.5 1.7 0.8

12.5 14.2 32.5 35.8

週４回
以上

週２～３
回

週１回 月１～３
回

年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）
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■会・グループ等への参加状況（町内会・自治会）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会・グループ等への参加状況（収入のある仕事）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6 0.2 0.6 4.6

35.0 24.7 34.2

0.4 0.4 0.4

5.9 46.0 20.6 26.5

0.9 0.0 0.9 3.9

27.5 27.8 38.9

0.6 0.3 0.0

6.0 39.0 25.1 28.9

0.7 0.0 1.3 3.3

31.1 24.3 39.3

1.1 0.0 0.8 4.3

37.5 26.6 29.6

0.0 0.0 0.8

5.6 37.1 25.0 31.5

0.0 0.8 0.0 5.0

26.7 15.8 51.7

週４回
以上

週２～３
回

週１回 月１～３
回

年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

12.4

4.0 1.4 1.8 3.0

38.4 39.0

20.6 5.1

2.2 2.6 4.4

37.1 27.9

6.0

3.0 0.9 1.2 1.8

40.1 47.0

21.0 6.7

1.9 2.5

5.1 33.7 29.2

3.9 1.0 1.0 1.0 1.0

43.3 48.9

12.5

4.6 1.4 1.6 2.2

41.8 35.9

11.3

4.8 1.6 2.4 2.4

42.7 34.7

13.3

0.8 1.7 1.7 5.0

24.2 53.3

週４回
以上

週２～３
回

週１回 月１～３
回

年に数回 参加して
いない

無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）
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地域活動に参加者として参加したいかについては、「参加してもよい」が５割弱、「参

加したくない」が４割弱、「是非参加したい」が１割弱となっています。 

一方、地域活動に企画・運営として参加したいかについて尋ねると、「参加してもよ

い」は４割弱となり、「参加したくない」が５割強を占めています。地域活動に主体的

に関与していくことについては否定的な人が多いことがうかがえます。 

■地域活動に参加者として参加したいか■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域活動に企画・運営として参加したいか■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 49.0 35.4 6.2

7.7 50.4 38.2

3.7

10.8 48.5 32.9 7.8

10.2 53.3 31.7

4.8

8.5 44.9 39.0 7.5

10.6 48.9 34.0 6.5

8.9 50.8 34.7 5.6

6.7 47.5 40.0 5.8

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）

4.8

35.2 53.5 6.5

5.1 37.1 54.0

3.7

4.2

34.4 52.7 8.7

4.1

38.1 53.7

4.1

4.9

32.8 53.4 8.9

5.2 34.8 52.7 7.3

2.4

38.7 54.0

4.8

5.8 32.5 55.8 5.8

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）
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また、交流の場（サロン）への参加経験については、「ない」が８割弱を占めていま

す。多くの町民がサロンへ参加していないことがうかがえます。特に農村地域では「な

い」が９割強を占めています。 

どのような交流の場に参加したいかについては、「健康体操」が第１位、「レクリエ

ーション」が第２位、「認知症予防の脳トレ等の実施」が第３位となっています。 

■交流の場（サロン）への参加経験■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■どのような交流の場（サロン）に参加したいか■ 

 第１位 第２位 第３位 

全体 

健康体操 レクリエーション 認知症予防の脳ト

レ等の実施 

24.8％ 18.6％ 16.7％ 

性別 

男性 

レクリエーション 健康体操 認知症予防の脳ト

レ等の実施 

21.0％ 15.4％ 12.1％ 

女性 

健康体操 茶話会 認知症予防の脳ト

レ等の実施 

32.6％ 22.5％ 20.4％ 

年齢 

前期高齢者 

健康体操 レクリエーション 認知症予防の脳ト

レ等の実施 

27.3％ 23.2％ 14.3％ 

後期高齢者 

健康体操 認知症予防の脳ト

レ等の実施 

茶話会 

22.0％ 19.0％ 17.0％ 

居住地区 

清水市街 

健康体操 レクリエーション 認知症予防の脳ト

レ等の実施 

23.6％ 19.0％ 16.3％ 

御影市街 
健康体操 レクリエーション 茶話会 

33.1％ 20.2％ 18.5％ 

農村地域 

認知症予防の脳ト

レ等の実施 

健康体操 レクリエーション 

22.5％ 20.8％ 15.8％ 

15.1 79.3 5.6

10.7 86.0

3.3

18.9 74.3 6.9

11.4 84.1

4.4

19.0 74.4 6.6

15.8 77.2 7.1

23.4 71.8

4.8

5.8 92.5

1.7

ある ない 無回答 ｎ

628

272

334

315

305

368

124

120

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

前期高齢者

後期高齢者

清水市街

御影市街

農村地域

（％）
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⑥健康について 

現在治療中または後遺症のある病気については、「高血圧」が第１位、「目の病気」

が第２位となっています。 

属性別にみると、第１位は全て「高血圧」となっています。男性では「糖尿病」が第

２位となっていますが、女性では「目の病気」が第２位となっています。 

■現在治療中または後遺症のある病気について■ 

 第１位 第２位 第３位 

全体 
高血圧 目の病気 ない 

40.6％ 23.7％ 15.1％ 

性別 

男性 
高血圧 糖尿病 ない 

40.1％ 18.4％ 17.6％ 

女性 
高血圧 目の病気 筋骨格の病気 

42.5％ 29.3％ 18.6％ 

年齢 

前期高齢者 
高血圧 ない 目の病気 

38.4％ 20.6％ 19.7％ 

後期高齢者 
高血圧 目の病気 心臓病 

43.6％ 28.2％ 17.0％ 

居住地区 

清水市街 
高血圧 目の病気 ない 

38.0％ 24.5％ 16.0％ 

御影市街 
高血圧 目の病気 糖尿病 

54.8％ 21.8％ 19.4％ 

農村地域 
高血圧 目の病気 ない 

37.5％ 25.0％ 15.0％ 
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（２）在宅介護実態調査 

①介護を受けている人の状況について 

世帯の類型については、「単身世帯」が４割弱、「夫婦のみ世帯」が３割弱となって

います。在宅で介護を受けている人でも、単身あるいは夫婦２人暮らしの人が多いこと

がうかがえます。 

■世帯類型■ 

 

 

 

 

家族や親族から受ける介護の頻度については、「ない」が４割弱を占めています。一

方、「ほぼ毎日ある」も３割弱を占めています。 

■家族や親族から受ける介護の頻度■ 

 

 

 

 

 

主な介護者については、「子」が５割強を占めています。 

■主な介護者は誰か■ 

 

 

 

 

 

主な介護者の年齢については、「60代」が４割強を占めています。60代以上は７割弱

を占めており、介護者の高齢化も進行していることがうかがえます。 

■主な介護者の年齢■ 

 

 

35.5 27.3 31.7 5.5

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答

ｎ

344

（％）

全体

24.9 50.8 10.3

0.5 1.6

7.0

4.9

配偶者 子 子の配偶
者

孫 兄弟・姉
妹

その他 無回答

ｎ

185

（％）

全体

0.0 0.0 0.5

5.9 22.2 39.5 13.5 13.5

1.6 3.2

20歳
未満

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳
以上

わから

ない

無回答

ｎ

185

（％）

全体

35.2 11.3 10.8 5.2 26.5 11.0

ない 週に１日よ
りも少ない

週に１～２
日ある

週に３～４
日ある

ほぼ毎日
ある

無回答

ｎ

344

（％）

全体
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9.9

9.3

8.4

6.4

5.5

4.9

4.4

4.1

2.9

8.7

41.6

0 10 20 30 40 50

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

掃除・洗濯

ゴミ出し

買い物（宅配は含まない）

調理

見守り、声かけ

配食

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

（％）
n=344

主な介護者が行っている介護等については、「外出の付き添い、送迎等」が第１位、

次いで「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」、「金銭管理や生活面に必要な諸手

続き」などとなっています。 

■主な介護者が行っている介護等■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、利用している介護保険サービス以外の支援・サービスについては、「外出同行

（通院、買い物など）」や「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の移動に関する

サービスが上位２項目となっています。なお、「利用していない」は４割強となってい

ます。 

■利用している介護保険サービス以外の支援・サービス■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.4

62.7

61.1

56.2

37.8

23.8

23.2

18.9

17.8

16.2

15.7

10.8

10.8

9.7

3.2

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

外出の付き添い、送迎等

その他の家事(掃除､洗濯､買い物等)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

食事の準備(調理等)

服薬

入浴・洗身

認知症状への対応

身だしなみ(洗顔・歯磨き等)

衣服の着脱

食事の介助(食べる時)

屋内の移乗・移動

夜間の排泄

医療面での対応(経管栄養､ストーマ等)

日中の排泄

その他

わからない

（％）
n=185
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今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについては、「移送サービス（介

護・福祉タクシー等）」、「外出同行（通院、買い物など）」の移動に関する支援が上

位２項目を占めています。移動手段の確保や移動支援サービスの提供についてはニーズ

が高いことがわかります。 

■今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人が現在抱えている傷病については「認知症」が第１位となっており、次いで「眼

科・耳鼻科疾患」、「心疾患」などとなっています。 

■本人が現在抱えている傷病■ 

 

 

 

17.7

17.4

14.2

13.7

13.4

11.6

9.9

9.6

5.5

6.7

22.4

0 10 20 30

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

外出同行（通院、買い物など）

掃除・洗濯

配食

買い物（宅配は含まない）

調理

見守り、声かけ

ゴミ出し

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

（％）
n=344

29.1

23.8

23.0

19.8

16.9

13.4

12.8

6.7

4.7

3.5

2.6

1.7

1.5

15.4

5.8

1.5

0 10 20 30 40

認知症

眼科・耳鼻科疾患

心疾患

筋骨格系疾患

糖尿病

変形性関節疾患

脳血管疾患

呼吸器疾患

膠原病

パーキンソン病

悪性新生物

腎疾患

難病

その他

なし

わからない

（％）
n=344
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②介護者の状況について 

主な介護者の現在の勤務形態については、「働いていない」が４割弱を占めています。

「フルタイムで働いている」は３割弱、「パートタイムで働いている」は１割強となっ

ています。 

■主な介護者の現在の勤務形態■ 

 

 

 

 

 

 

働き方についての調整等をしているかについては、「特に行っていない」が大多数を

占めています。 

■働き方についての調整等をしているか■ 

 

 

 

 

 

 

 

今後も働きながら介護を続けていけそうかについては、「問題はあるが何とか続けて

いける」が６割弱、「問題なく続けていける」が２割強となっています。一方、「続け

ていくのはやや難しい」、「続けていくのはかなり難しい」はともに 6.7％となっていま

す。在宅生活の継続に向けて、介護者を支える支援を行政だけではなく、企業など社会

全体で進めていく必要があります。 

■今後も働きながら介護を続けていけそうか■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.5 14.1 37.3

1.1

21.1

フルタイムで
働いている

パートタイム
で働いている

働いていない 主な介護者に
確認しないと
わからない

無回答

ｎ

185

（％）

全体

60.0

21.3

12.0

9.3

1.3

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70

特に行っていない

労働時間を調整しながら働いている

休暇を取りながら働いている

２～４以外の調整をしながら働いている

在宅勤務を利用しながら働いている

主な介護者に確認しないとわからない

（％）n=75

21.3 56.0 6.7 6.7

1.3

8.0

問題なく続
けていける

問題はある
が何とか続

けていける

続けていく
のはやや難

しい

続けていく
のはかなり

難しい

主な介護者
に確認しな

いとわから
ない

無回答

ｎ

75

（％）

全体



 

35 

主な介護者が不安に感じる介護等については、「認知症状への対応」が第１位、「外

出の付き添い、送迎等」が第２位となっています。認知症高齢者本人だけではなく、そ

の介護者の負担軽減に向けた取り組みも必要となっています。 

■主な介護者が不安に感じる介護等について■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1

27.6

24.9

23.8

17.8

16.2

15.1

11.9

10.8

9.2

7.6

6.5

4.3

3.2

6.5

7.0

0.5

0 10 20 30 40

認知症状への対応

外出の付き添い、送迎等

入浴・洗身

夜間の排泄

食事の準備(調理等)

日中の排泄

服薬

その他の家事(掃除､洗濯､買い物等)

屋内の移乗・移動

食事の介助(食べる時)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

身だしなみ(洗顔・歯磨き等)

衣服の着脱

医療面での対応(経管栄養､ストーマ等)

その他

不安に感じていることは特にない

主な介護者に確認しないとわからない

（％）
n=185
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第４章 計画の方向性 

第１節 計画の基本理念 

第６期計画では、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37年（2025年）を見据え、高齢

化の進行に伴う独居高齢者、高齢者のみ世帯の増加や認知症高齢者の増加などに対応し

つつ、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた自立した日常生活

を営むことができるよう、「地域包括ケアシステム」の構築に向けて各施策を進めてき

ました。 

本計画においても、第６期計画における取り組みを基本的に継承し、可能な限り住み

慣れた地域で、高齢者が有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、

「地域包括ケアシステム」を深化・推進していくとともに、高齢者福祉施策及び介護保

険サービス等を推進していきます。 

また、本計画は、「清水町総合計画」を上位計画とする高齢者福祉に関する計画であ

ることから、「第５期清水町総合計画」における福祉分野のまちづくりの目標「誰もが

健康で思いやりのあふれるまちづくり」を地域の目指す方向として定め、各施策・事業

を推進していきます。 

■本計画における地域の目指す方向■ 

 

 

 

■地域包括ケアシステムの姿■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが健康で思いやりのあふれるまちづくり 
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第２節 日常生活圏域 

本町では、高齢者が住み慣れた地域で継続して暮らすことができるよう、地理的条件、

人口分布、交通等社会的要件や介護保険サービスを提供する施設の整備状況等を考慮し、

「日常生活圏域」を設定しています。 

本計画では、第６期計画での設定を継承し、日常生活圏域を町内全域（１圏域）とし

て設定します。 

 

第３節 基本目標 

第６期計画における取り組みを継承しつつ、第７期計画で取り組むべき基本目標とし

て以下の４つを定めます。 

 

（１）高齢者の健康づくり 

いきいきとした生活を送るためには、心身ともに健やかであることが不可欠です。糖

尿病をはじめとする生活習慣病は認知症との相関が指摘されており、要介護リスクを上

昇させる要因の１つになるとされています。アンケート調査の結果をみると、現在治療

中または後遺症のある病気については、「高血圧」が第１位となっています。また、男

性では「糖尿病」が第２位となっており、生活習慣病の予防、あるいは重症化予防の取

り組みが必要です。食生活を含めた生活習慣の改善に向けた取り組みを進めていきます。 

（２）高齢者の生きがいづくり 

アンケート調査の結果から、地域で行われる活動に「参加していない」と回答する人

の割合が高くなっています。また、サロン活動に参加したことが「ない」と回答した人

が８割弱となっています。一方で、地域活動に参加者として「是非参加したい」、「参

加してもよい」と回答した人の割合も高くなっています。より多くの人が参加しやすい

団体の運営、イベントの開催に努める必要があります。 

また、就労やボランティア活動等への参加は、高齢者が社会的な役割を担うことにつ

ながり、高齢者自身の生きがいづくりにつながります。スポーツや文化活動、就労やボ

ランティアなどを通じた高齢者の生きがいづくりを支援していきます。 

さらに、公的な福祉制度だけでは解決できない生活課題の解決にあたって、地域福祉

活動が果たす役割は非常に大きくなっています。また、これまで「支えられる側」とし

て捉えられてきた高齢者が、今後は「支える側」として地域の中で役割を担うことが求

められています。ボランティア団体や地域で活動する団体に対する支援を強化し、高齢

者の生きがいづくりを促進するとともに、高齢者の孤立を防ぐための取り組みが求めら

れます。 
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（３）高齢者の安心な生活を守るサービスの提供 

地域の中で生活を続けていくためには、介護が必要となった場合でも、必要なサービ

スを地域の中で受けることができるよう、施策を展開することが必要です。介護を必要

とする高齢者が必要なサービスを利用することができるよう、地域における介護保険サ

ービスの充実を図ります。 

また、高齢者の在宅生活の継続には、介護者に対する支援も同時に進めていく必要が

あります。介護者の高齢化が進む中においても、それぞれのケースで発生する生活課題

に対してきめ細やかな対応ができるような体制を整え、介護者の不安を取り除くことが

できるよう努めていきます。 

さらに、高齢者を災害や犯罪などから保護し、個人の権利や財産を守るための取り組

みも進めていく必要があります。 

（４）計画の円滑な推進 

適正な介護保険制度の運営とサービスの質の向上は、福祉制度を維持していく上で非

常に重要な要素となります。介護保険制度に関する情報の周知を進めるとともに、関係

機関との連携を強化し、相互の情報交換を進めていく必要があります。また、介護給付

の適正化を図り、介護保険制度の持続可能な運用に努めます。 
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第４節 施策の体系 

これまでに整理された課題を踏まえて、第７期計画における施策を以下のように定め

ます。 

■施策の体系■ 

地域の目

指す方向 

  

基本目標 

  

基本施策 
    

       

誰
も
が
健
康
で
思
い
や
り
の
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り 

 
 

 
  

（１）生活習慣病予防・重症化予防 
  基本目標１ 

高齢者の健康づくり 

  

    
（２）食を通じた健康づくり 

     

  
 

  
 

  
 

  
（１）地域交流の推進 

  
 

  

  基本目標２ 

高齢者の生きがいづくり 

  
（２）高齢者の就労促進 

    

  
 

  
（３）地域福祉活動の推進 

     

  
 

   

  
 

  
（１）地域支援事業の推進 

  
 

  

     
（２）包括的支援事業の実施 

  
 

  

  
 

  
（３）認知症施策の推進 

     

  基本目標３ 

高齢者の生活を支えるサービス

の提供（介護福祉サービス） 

  
（４）日常生活を支えるサービスの提供 

    

    
（５）高齢者の移動支援 

  
 

  

  
 

  
（６）安心して暮らせるまちづくり 

     

  
 

  
（７）居住環境整備 

  
   

  
    

  
   （１）地域包括ケアシステムの構築 

  
 

  

  基本目標４ 

計画の円滑な推進 

  
（２）サービス基盤の整備 

    

     
（３）介護事業の円滑な運営 
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第５章 施策の展開 

第１節 高齢者の健康づくり 

（１）生活習慣病予防・重症化予防 

①健康教育【保健福祉課 健康推進係】 

【施策の方向性】 

町内会・団体等に積極的な働きかけを行い、多くの町民に健康知識の普及を図り、寝

たきりや認知症の原因となる糖尿病をはじめとした生活習慣病の予防・悪化防止を目的

とする健康教室を実施します。 

【事業の実績と目標】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

健康教室 

実施回数 
回 53 60 60 

健康教室 

参加者数 
人 451 662 660 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

健康教室 

実施回数 
回 60 60 60 

健康教室 

参加者数 
人 660 660 660 
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②健康診査【保健福祉課 健康推進係】 

【施策の方向性】 

生活習慣の改善を図るとともに、疾病の早期発見・早期治療につなげるため、特定健

診や各種がん検診を実施するとともに、受診勧奨に努めます。 

【事業の実績と目標】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

特定健診受診率 ％ 36.4 33.2 35.0 

胃がん検診受診率 ％ 26.2 23.5 25.0 

肺がん検診受診率 ％ 30.6 28.1 28.5 

大腸がん検診 

受診率 
％ 31.7 25.9 30.0 

子宮がん検診 

受診率 
％ 8.1 8.6 9.0 

乳がん検診受診率 ％ 17.3 16.8 18.0 

前立腺がん検診 

受診率 
％ 14.0 13.7 14.0 

骨粗しょう症検診受
診者数 

人 91 90 90 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

特定健診受診率 ％ 40.0 45.0 50.0 

胃がん検診受診率 ％ 26.5 26.5 26.5 

肺がん検診受診率 ％ 28.9 28.9 28.9 

大腸がん検診 

受診率 
％ 30.3 30.3 30.3 

子宮がん検診 

受診率 
％ 10.0 11.0 12.0 

乳がん検診受診率 ％ 19.0 20.0 21.0 

前立腺がん検診 

受診率 
％ 14.0 14.0 14.0 

骨粗しょう症検診受
診者数 

人 90 90 90 
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③健康相談【保健福祉課 健康推進係】 

【施策の方向性】 

地域の高齢者等の身体・生活状況を把握し、生活習慣病の重症化や寝たきり、閉じこ

もりや認知症を予防するため、老人クラブ等で健康相談を実施します。 

【事業の実績と目標】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

開催回数 回 32 31 30 

参加人数 人 390 359 350 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

開催回数 回 30 30 30 

参加人数 人 350 350 350 

 

④訪問指導【保健福祉課 健康推進係】 

【施策の方向性】 

生活習慣病やその重症化を予防するため、受診状況や健診データに基づき、高齢者や

その家族等を対象に訪問し、健康課題の解決のための指導を実施します。 

【事業の実績と目標】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

指導実人数 人 66 63 60 

指導延人数 人 119 85 80 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

指導実人数 人 70 70 70 

指導延人数 人 100 100 100 
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（２）食を通じた健康づくり 

①元気で長生き料理教室 

【施策の方向性】 

健康寿命を目指すために必要な食生活について学習を行います。学習会では栄養士と

パセリの会の会員で分担し、食に関する講話を行い、１食の目安量を確認してもらうた

め、栄養価を計算し、お弁当を提供します。 

【事業の実績と目標】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

実施回数 回 15 12 15 

参加者数 人 204 203 205 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

実施回数 回 15 15 15 

参加者数 人 205 205 205 
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第２節 高齢者の生きがいづくり 

（１）地域交流の推進 

①老人クラブへの加入促進【保健福祉課 福祉係】 

【施策の方向性】 

個々の会員が生きがいを持って活動することができるよう、老人クラブへの加入促進

を図ります。単位クラブの領域を超える高齢者の健康づくりとボランティア活動等の各

種活動を支援するため、老人クラブ連合会へ補助金を交付します。 

【実績と目標】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

単位クラブ数 団体 13 13 12 

会員数 人 535 459 450 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

単位クラブ数 団体 13 13 13 

会員数 人 450 450 450 

 

②生涯スポーツ活動の推進【保健福祉課 福祉係】 

【施策の方向性】 

高齢者の健康づくりの場として、さわやかプラザの利用促進、健康体操イベントなど

推進します。 

【事業の実績と目標】 

実績 

指標 単位 平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

高齢者スポーツ大会
参加者数 

人 196 176 153 

さわやかプラザ 

利用者数（65 歳以上） 
人 3,272 3,119 3,300 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

高齢者スポーツ大会
参加者数 

人 廃止 廃止 廃止 

さわやかプラザ 

利用者数（65 歳以上） 
人 3,350 3,400 3,450 
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③生涯学習活動の推進【社会教育課】 

【施策の方向性】 

高齢者の生きがいある人生観を確立するとともに、知識や教養、生活技術等を身につ

けるための学習活動を促進するため、60歳以上の町民を対象に講座（高齢者学級）を開

催します。参加者が興味を持って継続的に参加してもらえるよう、学習内容等を工夫し

ながら実施していきます。 

【事業の実績と目標】 

実績 
指標 単位 

平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

登録者数 人 230 239 217 

目標 
指標 単位 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

登録者数 人 200 200 200 

 

（２）高齢者の就労促進 

①シルバー人材センターの活動支援【保健福祉課 福祉係】 

【施策の方向性】 

清水町シルバー人材センターを通じて高齢者が働く機会と個人の経験や知識を生かす

場を提供することにより、高齢者の生きがいづくりを支援します。介護福祉に関わる作

業についても携わることができるような体制づくりに努めます。また、会員相互の交流

を図るための機会を創出します。 

【事業の実績と目標】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

男性会員数 人 104 95 100 

女性会員数 人 60 54 60 

会員数合計 人 164 149 160 

目標 

指標 単位 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

男性会員数 人 95 97 100 

女性会員数 人 55 56 57 

会員数合計 人 150 153 157 
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（３）地域福祉活動の推進 

①介護ボランティアの活用【社会福祉協議会】 

【施策の方向性】 

関係団体間のコーディネートやボランティア同士の交流、活動の支援などを通じて、

清水町社会福祉協議会との連携や情報共有の強化に努めます。 

ボランティアによる地域での見守り・定期訪問を実施します。また、介護予防ボラン

ティア養成研修を実施し、介護予防事業での支援や地域の集会所などでの自主的な介護

予防事業等を行えるよう研修の場を提供します。 

また、介護予防ポイント制度への登録者の増加を図り、高齢者のボランティア活動へ

の参加を促進します。 

【事業の実績と目標】 

実績 
指標 単位 

平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

ボランティア登録数 人 150 132 131 

目標 
指標 単位 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

ボランティア登録数 人 135 140 145 

 

 
【社会福祉協議会による取り組み（地域福祉実践計画）】 

○ボランティア活動の充実とマンパワーの育成及び小中高生を対象とした福祉
教育をサポートします。 

・ボランティアセンター事業 

・介護予防ポイント制度の連絡調整 

・有償ボランティア調査、立ち上げ 

・地域福祉コーディネーターの配置 

○地域福祉活動のリーダーを養成します。 

・ボランティアコーディネーターの配置 
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第３節 高齢者の生活を支えるサービスの提供（介護福祉サービス） 

（１）地域支援事業の推進 

地域支援事業は、被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防するとと

もに、介護が必要な状態になった場合でも、可能な限り地域において自立した日常生活

を営むことができるよう、支援することを目的としています。 

地域支援事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意

事業」の３事業から構成されています。 

■地域支援事業の概要■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付（要介護 1～５） 

介護予防給付（要支援 1～２） 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（要支援 1～２、それ以外の人） 

○介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・生活支援サービス（配食等） 

・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○一般介護予防事業 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 

（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○在宅医療・介護連携の推進 

○認知症施策の推進 

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等） 

○生活支援サービスの体制整備 

（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

任意事業 

○介護給付費適正化事業 

○家族介護支援事業 

○その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

介護保険制度 
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①介護予防・日常生活支援総合事業【保健福祉課 在宅支援係】 

「介護予防・日常生活支援総合事業」は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一

般介護予防事業」から構成されています。 

＜介護予防・生活支援サービス事業＞ 

【施策の方向性】 

要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者に対して、多様な生活支援ニー

ズに対応したサービスを提供し、効果的・効率的に介護予防や日常生活支援を行います。 

■介護予防・生活支援サービス事業の類型と概要■ 

サービス 事業の概要 

訪問型サービス 
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提

供します。 

通所型サービス 
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等の日常生活上の

支援を提供します。 

その他の生活支援サービス 
要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮ら

し高齢者への見守りを提供します。 

介護予防ケアマネジメント 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が包括的か

つ効果的に提供できるよう、専門的視点から必要な援助を行

います。 
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＜一般介護予防事業＞ 

【施策の方向性】 

高齢者が介護予防活動に向けた取り組みを実施する地域社会の構築を目的として、介

護予防を必要とする高齢者の把握や介護予防活動の普及・啓発のための広報活動や地域

における住民主体の自主的な介護予防活動を支援します。また、介護予防のための出前

講座を実施します。 

介護予防ポイント制度については、全町的な取り組みへの拡大に向けた検討を進めま

す。 

■介護予防・生活支援サービス事業の類型と概要■ 

事業 事業の概要 

介護予防把握事業 

地域の実態・ニーズ調査により収集した情報の活用により、

自宅での閉じこもりやうつ病、栄養不足など何らかの問題を

抱えた高齢者を早期に把握し、介護予防活動へつなげること

を目的とする事業です。 

介護予防普及啓発事業 
介護予防のための出前講座の開催や各種啓発事業を行いま

す。 

介護予防活動支援事業 
介護予防ポイント制度を実施し、地域住民の介護予防活動

への育成・支援を行います。 

一般介護予防事業評価事業 

各々の事業が適切かつ効率的に実施されているかどうか、

その実態を把握し、総合事業全体の改善を図る事業です。住

民ボランティア活動への参加状況や認知度などが評価されま

す。 

地域リハビリテーション 

活動支援事業 

住民、介護職員などを対象とし、リハビリ専門職等による

介護予防に向けた具体的な助言を実施する事業です。通所、

訪問、地域ケア会議、公民館などにおける介護予防の取り組

み機能の強化を目指します。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

いきいき教室 

開催回数 
回 5 24 24 

にこにこ健康塾 

開催回数 
回 - - 24 

介護予防教室 

開催回数 
回 4 4 4 

介護予防ポイント制
度登録者数 

人 77 77 80 
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（２）包括的支援事業の実施 

①包括的支援事業【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続していくためには、介護予防への

早期の取り組みや必要に応じた介護予防サービス等の提供を進めていく必要があります。

地域のケアマネジメントを総合的に行うために、以下に示す４つの業務を地域包括支援

センターが主体となって実施しています。 

第７期計画期間においては、生活支援コーディネーターとの連携を深め、地域で暮ら

す高齢者のニーズの把握に努めていきます。 

■実施している業務■ 

業務 事業の概要 

介護予防ケアマネジメント業務 

要介護状態等となることを予防するため、その心身の

状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対

象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な

事業が包括的に効率的に実施されるよう必要な支援を行

います。 

今後、対象の高齢者がどのような生活をしたいかとい

う具体的な日常生活上の目標を明確にし、その目標を対

象者、家族、事業実施担当者が共有するとともに、対象

の高齢者自身の意欲を引き出し、自主的に取り組みを行

えるように支援します。 

総合相談支援業務 

社会福祉士が中心となり、関係機関のネットワークを

活かしながら、総合相談・支援を通じて、制度の垣根を

越えた横断的・多面的な援助を実現します。 

権利擁護業務 

成年後見制度の活用を促進したり、老人福祉施設など

への措置などの業務を通じて、高齢者が持つ人権や尊厳

を守ります。 

包括的・継続的ケアマネジメント

支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる

よう、個々の高齢者の状況変化に応じた適切なケアマネ

ジメントの長期的な実施、ケアマネジャーの技術向上の

ためケアマネジャーの日常的個別指導、支援困難事例等

への指導・助言、ケアマネジメントの公正・中立性の確

保を図るため、地域のケアマネジャーの後方支援を行う

とともに、多職種の連携・協働による長期継続ケアの支

援が行われます。 
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（３）認知症施策の推進 

①認知症総合支援事業【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続ける

ことができるよう、認知症地域支援推進員等の人材を養成し、認知症高齢者の初期予防

や介護する家族への相談業務等の総合的支援ができるよう体制を整備します。また、認

知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対する理解を促進するとともに、認知症初

期集中支援チーム等の取り組みを推進します。 

また、若年性認知症への対策も強化していきます。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

認知症サポーター 
養成講座開催回数 

回 10 8 10 

認知症初期集中 

支援チーム 

対応事例数 

例 - 3 6 

 

②認知症見守り事業【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

徘徊高齢者ＳＯＳネットワークシステム事業により、徘徊時にスムーズに対応できる

よう支援します。また、北海道が実施する行方不明・身元不明の認知症高齢者等に関す

る特設サイトと連携し、迅速な対応を図っていきます。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度 

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

ＳＯＳネットワーク
登録者数 

人 19 19 14 
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（４）日常生活を支えるサービスの提供 

①高齢者等短期入所事業【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

在宅の高齢者等を介護している家族等が、特別な事由により居宅における介護が困難

になった場合に、当該高齢者等を介護老人福祉施設へ一時的に入所させることにより、

家族等の負担軽減を図ります。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

高齢者等短期入所 
事業利用者数 

人 5 11 15 

 

②生活支援サービスの提供【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

在宅で暮らす高齢者の自立と生活の質の確保を図り、生活課題を解決するため、以下

のサービスを提供します。 

事業 事業の概要 

給食サービス 

虚弱高齢者等に定期的に居宅を訪問して食事を提供します。ま

た、利用者の安否確認を行い、異常がある場合は迅速な対応を図

ります。 

移送サービス 

介護保険サービスによる外出支援、有償移送サービスの提供も

考慮しながら、外出が困難な高齢者に移送サービスを提供しま

す。 

除雪サービス 
高齢者が冬期間を快適、安全に生活できるよう、地域の理解と

協力を得ながら迅速に除雪サービスを提供します。 

生きがいデイサービス 
心身機能の低下を防ぎ、生きがいを持って生活を送るために生

きがいデイサービスを提供します。 

自立支援ホームヘルプ 

サービス事業 

在宅の高齢者等に対し、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の

支援を行うことで、自立した生活の継続を可能にし、要介護状態

への進行を防ぎます。 

高齢者介護用品購入費 

助成事業 

在宅で重度の要介護者を介護している家族の方を対象に、介護

用品の購入費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 
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【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

給食サービス 

利用者数 
人 35 34 40 

移送サービス 

利用者数 
人 8 18 10 

除雪サービス 

利用世帯数 
世帯 110 114 120 

生きがいデイサービ
ス利用者数 

人 3 2 5 

高齢者介護用品購入
費助成事業 

利用者数 

人 - 18 20 

 

 

（５）高齢者の移動支援 

①高齢者タクシー乗車券助成事業【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

高齢者にタクシー乗車券を交付することにより、運賃の一部を助成し、高齢者の生活

圏の拡大と福祉の増進を図ります。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

利用者数 人 210 221 230 
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（６）安心して暮らせるまちづくり 

①緊急通報機器設置事業【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

独居高齢者世帯等に緊急通報機器を設置し、急病等の緊急事態が発生時に迅速かつ正

確な救援体制を取ることで日常生活の安全の確保と精神的不安を解消します。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

機器貸付台数 台 129 133 140 

 

②高齢者等見守り安心事業【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

社会福祉法人等に委託して、一人暮らし高齢者等の安否確認を行うとともに、福祉サ

ービス等を利用することが必要と認められるものについては適切なサービスにつなげ、

福祉の向上を図ります。また、ニーズの掘り起こしに努めます。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

見守り安心事業 

登録者数 
人 37 41 40 

 

③権利擁護の推進【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

高齢者の権利や財産を保護するため、本町では清水町社会福祉協議会と協力して行っ

ています。今後も高齢者の相談に随時応じるとともに、成年後見制度の利用を促進する

とともに、高齢者虐待の防止及び発生時の適切な対応に努めます。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

権利擁護・高齢者虐待
等相談件数 

件 - 9 10 
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④災害時等における避難体制の確保【保健福祉課 在宅支援係】 

【施策の方向性】 

地域の民生委員・児童委員等との連携により要配慮者を把握し、避難行動要支援者名

簿への登録を進めるとともに、町内会等との協力のもと、災害時等における地域での避

難支援体制を確保します。 

また、福祉避難所の確保に努めます。 

 

 

（７）居住環境整備 

【施策の方向性】 

高齢者が快適で安全に生活ができるように住宅改修の相談に対応するとともに、関係

機関と連携し高齢者用住宅、施設、道路等の整備にも配慮します。 

また、新たな交通対策にも取り組みます。 

 

 

 



 

56 

第６章 介護保険事業の推進 

第１節 介護保険サービスを利用する高齢者の推計 

（１）高齢者数の推移と推計 

本計画の計画期間における本町の高齢者数は、厚生労働省が推計した将来人口に基づ

いて算出しています。 

総人口の推移と推計は以下のとおりです。本計画の最終年度である平成 32年度（2020

年度）には 9,100人程度となると見込まれています。 

■総人口の推移と推計■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省老健局作成「第７期将来推計用の推計人口」より作成。 

 

高齢者人口の推移と推計は以下のとおりです。本計画の最終年度である平成 32年度

（2020年度）までは、微増で推移すると見込まれます。 

■高齢者人口の推移と推計■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省老健局作成「第７期将来推計用の推計人口」 
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734
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415
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（２）被保険者数の推移と推計 

被保険者数の推移と推計をみると、第１号被保険者（65歳以上の高齢者）は微増で推

移していますが、第２号被保険者（40歳～64歳）は減少していくことが見込まれていま

す。 

■被保険者数の推移と推計■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省老健局作成「第７期将来推計用の推計人口」 

 

（３）認定者数の推移と推計 

また、要介護（要支援）認定者数の推移と推計は以下のとおりです。高齢者人口は今

後も増加し、高齢者のみ世帯や認知症高齢者も同時に増加していくと考えられることか

ら、認定者数は増加するものと見込まれます。 

■要介護（要支援）認定者数の推移と推計■ 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省老健局作成「第７期将来推計用の推計人口」 
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3,106 3,038 2,970 2,902 2,835 2,768
2,560

0

2,500

5,000

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

平成31年度

（2019年度）

平成32年度

（2020年度）

平成37年度

（2025年度）

第1号被保険者 第2号被保険者

126 153 170 180 204 231 266
101 99 90 79 68 59

63118
133 133 142 147 153

16996
81 92 98 108 120

135

61 70 67 74 77
82

87

68
63 68 66

68
75

81

85 69 64 67
67

69

71

655 668 684 706
739

789

872

0

500

1000

平成27年度

（2015年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

平成31年度

（2019年度）

平成32年度

（2020年度）

平成37年度

（2025年度）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１
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第２節 介護保険サービス量の見込み 

（１）在宅介護（予防）サービス量の見込み 

①訪問介護・介護予防訪問介護 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

訪問介護 要介護１～５ 

要支援者・要介護者が居宅において、入浴・排泄・

食事等の身体介護や調理・掃除・洗濯等の生活援助等

が受けられるサービスです。 

なお、生活援助については、一人暮らし又は同居家

族等が障害や疾病のため、本人や同居家族が家事等を

行うことが困難な場合のみ利用できます。 

介護予防訪問介護 要支援１・２ 

 

平成 29年度（2017年度）までの訪問介護の利用回数、利用人数ともに横ばいで推移し

ています。第７期計画においては、利用全体は減少していくものと見込み、以下のよう

に設定します。 

なお、介護予防訪問介護は、平成 29年（2017年）４月から介護予防・日常生活支援総

合事業が開始されたことにより、介護予防サービスから地域支援事業へと移行していま

す。 

■第６期計画の実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

訪問介護 

給付費 

（千円） 
14,943 14,072 12,520 12,403 12,403 

回数 

（回） 
421.7 402.5 331.0 328.0 328.0 

人数 

（人） 
24 25 34 34 34 

介護予防 
訪問介護 

給付費 

（千円） 
7,059 7,366    

人数 

（人） 
39 39    

※給付費は年間累計の金額。回数、人数は１月当たりで算出。 
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②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

訪問入浴介護 要介護１～５ 要支援者・要介護者が居宅において、専用の浴槽（移

動入浴車）を使用し、介護士や看護師から入浴の補助

が受けられるサービスです。 
介護予防訪問 

入浴介護 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の訪問入浴介護の利用人数は１月当たり３名となっています。

介護予防訪問入浴介護については利用がありません。訪問入浴介護については、今後も

増加することを見込んで設定します。 

■第６期計画の実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

訪問入浴介護 

給付費 

（千円） 
654 1,392 1,390 1,391 1,391 

回数 

（回） 
5 10 10.0 10.0 10.0 

人数 

（人） 
1 3 3 3 3 

介護予防訪問 
入浴介護 

給付費 

（千円） 
0 0 0 0 0 

回数 

（回） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 

（人） 
0 0 0 0 0 

※給付費は年間累計の金額。回数、人数は１月当たりで算出。 
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③訪問看護・介護予防訪問看護 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

訪問看護 要介護１～５ 要支援者・要介護者で疾患等を抱えている方が居宅

において、看護師等から療養上の世話や診療の補助が

得られるサービスです。 介護予防訪問看護 要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）までの訪問看護・介護予防訪問看護の利用人数は横ばいで推

移していますが、今後も在宅介護を推進していくことを考慮して、以下のように見込み

ます。 

■第６期計画の実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

訪問看護 

給付費 

（千円） 
832 914 1,194 1,194 1,194 

回数 

（回） 
15.0 14.8 22.0 22.0 22.0 

人数 

（人） 
4 4 9 9 9 

介護予防 
訪問看護 

給付費 

（千円） 
129 142 0 0 0 

回数 

（回） 
1.9 2.0 0.0 0.0 0.0 

人数 

（人） 
1 1 0 0 0 

※給付費は年間累計の金額。回数、人数は１月当たりで算出。 
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④訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

訪問リハビリ 

テーション 
要介護１～５ 

要支援者・要介護者で、居宅での日常生活行為を向

上させる訓練を必要とする方が、理学療法士や作業療

法士、言語聴覚士等によるリハビリテーションを居宅

において受けられるサービスです。 

介護予防訪問リハ

ビリテーション 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）までの利用回数・利用人数については、訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防訪問リハビリテーションともに増加傾向にあります。訪問リハビリテー

ションについては今後も利用は増加するものと見込みます。 

■第６期計画の実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

訪問リハビリ 
テーション 

給付費 

（千円） 
2,839 3,430 6,272 6,132 5,898 

回数 

（回） 
84.6 101.5 187.3 183.1 176.2 

人数 

（人） 
7 10 18 18 18 

介護予防訪問リハ
ビリテーション 

給付費 

（千円） 
840 1,164 602 602 602 

回数 

（回） 
24.3 36.5 18.0 18.0 18.0 

人数 

（人） 
2 4 3 3 3 

※給付費は年間累計の金額。回数、人数は１月当たりで算出。 
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⑤居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

居宅療養管理指導 要介護１～５ 要支援者・要介護者が居宅において、医師や歯科医

師、薬剤師、管理栄養士等から療養上の管理及び指導

が受けられるサービスです。 
介護予防居宅療養

管理指導 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の利用人数は居宅療養管理指導が 10人、介護予防居宅療養

管理指導が２人でした。居宅療養管理指導は今後も利用が伸びることを踏まえて見込み

を設定します。 

■第６期計画の実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

居宅療養管理指導 

給付費 

（千円） 
731 1,003 2,312 2,313 2,313 

人数 

（人） 
7 10 21 21 21 

介護予防居宅療養
管理指導 

給付費 

（千円） 
194 138 504 504 504 

人数 

（人） 
2 2 4 4 4 

※給付費は年間累計の金額。人数は１月当たりで算出。 
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⑥通所介護・介護予防通所介護 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

通所介護 要介護１～５ 
要支援者・要介護者が通所介護施設において、入浴・

排泄・食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健

康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話や機能

訓練等が受けられるサービス（デイサービス）です。 
介護予防通所介護 要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の利用人数は通所介護が 69人、介護予防通所介護が 72人と

なっています。 

通所介護については、平成 28年度（2016年度）から小規模事業者が行うものは介護サ

ービスから地域密着型サービスに移行したことから、平成 28年度（2016年度）以降減少

しています。また、介護予防通所介護については、平成 29年（2017年）４月から介護予

防・日常生活支援総合事業が開始したことに伴い、介護予防サービスから地域支援事業

へと移行しています。 

通所介護については、第７期計画における見込みは以下のとおりとします。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

通所介護 

給付費 

（千円） 
58,134 46,341 47,771 49,754 50,567 

回数 

（回） 
663 530 552.8 575.8 586.3 

人数 

（人） 
79 69 66 66 66 

介護予防 
通所介護 

給付費 

（千円） 
23,860 20,530    

人数 

（人） 
77 72    

※給付費は年間累計の金額。回数、人数は１月当たりで算出。 
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⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

通所リハビリ 

テーション 
要介護１～５ 要支援者・要介護者が老人保健施設や病院等におい

て、心身の機能の維持回復と日常生活の自立を図るた

め、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーシ

ョンを受けられるサービス（デイケア）です。 

介護予防通所 

リハビリ 

テーション 

要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の利用人数は通所リハビリテーションが 15人、介護予防通

所リハビリテーションが 24人となっています。第６期計画の実績から第７期計画におけ

る利用を見込みます。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

通所リハビリ 
テーション 

給付費 

（千円） 
8,532 7,535 16,454 18,146 18,041 

回数 

（回） 
132.0 113.5 209.0 231.4 230.0 

人数 

（人） 
14 15 20 20 20 

介護予防通所 
リハビリ 
テーション 

給付費 

（千円） 
7,936 8,680 11,246 11,251 11,251 

人数 

（人） 
21 24 32 32 32 

※給付費は年間累計の金額。回数、人数は１月当たりで算出。 

 



 

65 

⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

短期入所 

生活介護 
要介護１～５ 

要支援者・要介護者が特別養護老人ホームや老人短期

入所施設等に短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護、

その他の日常生活上の世話や機能訓練等が受けられる

サービスです。 

介護予防短期 

入所生活介護 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の短期入所生活介護の利用人数は 30人となっています。第

７期計画においては、実績から見込みます。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

短期入所 
生活介護 

給付費 

（千円） 
32,500 33,155 73,919 73,952 73,952 

日数 

（日） 
321.2 348.4 798.0 798.0 798.0 

人数 

（人） 
26 30 48 48 48 

介護予防短期
入所生活介護 

給付費

（千円） 
324 831 694 695 695 

日数 

（日） 
3.8 10.8 8.5 8.5 8.5 

人数 

（人） 
1 2 2 2 2 

※給付費は年間累計の金額。日数、人数は１月当たりで算出。 
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⑨短期入所療養介護・介護予防入所療養介護 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

短期入所 

療養介護 
要介護１～５ 要支援者・要介護者が介護老人保健施設や介護療養型

医療施設等に短期間入所し、看護、その他の必要な医療

と日常生活上の世話等が受けられるサービスです。 
介護予防入所 

療養介護 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の利用人数は、短期入所療養介護が２人となっています。今

後の見込みについては以下のとおりです。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

短期入所療養 
介護（老健） 

給付費 

（千円） 
1,454 1,780 1,548 1,549 1,549 

日数 

（日） 
14.4 16.6 14.0 14.0 14.0 

人数 

（人） 
2 2 2 2 2 

短期入所療養 
介護（病院等） 

給付費 

（千円） 
0 0 0 0 0 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 

（人） 
0 0 0 0 0 

介護予防 
入所療養介護 
（老健） 

給付費 

（千円） 
0 0 0 0 0 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 

（人） 
0 0 0 0 0 

介護予防短期 
入所療養介護
（病院等） 

給付費 

（千円） 
0 0 0 0 0 

日数 

（日） 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

人数 

（人） 
0 0 0 0 0 

※給付費は年間累計の金額。日数、人数は１月当たりで算出。 
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⑩福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

福祉用具貸与 要介護１～５ 要支援者・要介護者について、日常生活の便宜を図り、

自立を助けるための歩行器や歩行補助つえ等の介護予

防に資する福祉用具を貸与するサービスです。 
介護予防福祉 

用具貸与 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の利用人数は福祉用具貸与が 79人、介護予防福祉用具貸与

が 35人となっています。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

福祉用具貸与 

給付費 

（千円） 
9,727 11,070 12,327 12,327 12,738 

人数 

（人） 
68 79 85 85 89 

介護予防福祉 
用具貸与 

給付費 

（千円） 
1,763 1,842 2,313 2,153 2,103 

人数 

（人） 
28 35 40 37 36 

※給付費は年間累計の金額。人数は１月当たりで算出。 
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⑪特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

特定福祉用具 

購入費 
要介護１～５ 

要支援者・要介護者について、日常生活の便宜を

図り、自立を助けるための福祉用具のうち、貸与に

なじまない入浴や排泄のための用具を販売し、その

購入費（年間 10万円を上限とする）の９割を補助す

るサービスです。 

特定介護予防 

福祉用具購入費 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の利用人数は特定福祉用具購入費が２人、特定介護予防福祉

用具購入費が２人となっています。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

特定福祉用具 
購入費 

給付費 

（千円） 
381 746 364 364 364 

人数 

（人） 
1 2 2 2 2 

特定介護予防 
福祉用具購入費 

給付費 

（千円） 
506 682 802 802 802 

人数 

（人） 
1 2 3 3 3 

※給付費は年間累計の金額。人数は１月当たりで算出。 
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⑫住宅改修・介護予防住宅改修 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

住宅改修 要介護１～５ 
要支援者・要介護者の居宅における日常生活の自立

のため、手すりの取り付けや床等の段差解消の工事等

を行う際、その費用（20 万円が上限）の９割を補助す

るサービスです。 

介護予防 

住宅改修 
要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の住宅改修の利用人数は２人、介護予防住宅改修も２人です。 

第７期計画期間中のサービスの利用人数の見込みは、在宅での介護を推進するため、

住宅改修については増加するものと見込みます。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

住宅改修 

給付費 

（千円） 
1,113 1,669 1,590 1,590 1,590 

人数 

（人） 
1 2 2 2 2 

介護予防 
住宅改修 

給付費 

（千円） 
897 2,130 2,239 2,239 2,239 

人数 

（人） 
1 2 2 2 2 

※給付費は年間累計の金額。人数は１月当たりで算出。 
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⑬特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

特定施設入居者

生活介護 
要介護１～５ 有料老人ホームやケアハウス等の特定の施設（要届

出）に入居する要支援者・要介護者が、入浴・排泄・

食事等の介護や、その他の日常生活上の世話や機能訓

練等が受けられるサービスです。 

介護予防特定 

施設入居者 

生活介護 

要支援１・２ 

 

平成 28年度（2016年度）の利用人数は特定施設入居者生活介護が 11人、介護予防特

定施設入居者生活介護が１人となっています。これまでの傾向に基づき、第７期計画に

おける見込みを以下のとおりとします。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

特定施設入居者
生活介護 

給付費 

（千円） 
27,430 21,614 17,438 21,773 23,937 

人数 

（人） 
13 11 9 11 12 

介護予防特定 
施設入居者 
生活介護 

給付費 

（千円） 
1,801 988 2,098 3,148 3,148 

人数 

（人） 
2 1 2 3 3 

※給付費は年間累計の金額。人数は１月当たりで算出。 
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⑭居宅介護支援・介護予防支援 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

居宅介護支援 要介護１～５ 

在宅の要介護者が介護サービス等を適切に利用でき

るよう、居宅介護支援事業者が、要介護者の依頼を受

けて利用計画（ケアプラン）を作成するとともに、サ

ービス等の提供が十分に行われるよう事業者との連絡

調整等を行うサービスです。 

介護予防支援 要支援１・２ 

在宅の要支援者が介護予防サービス等を適切に利用

できるよう、地域包括支援センターの職員が要支援者

の依頼を受けて利用計画（ケアプラン）を作成し、サ

ービス等の提供が十分に行われるよう事業者との連絡

調整等を行うサービスです。 

 

平成 28年度（2016年度）の居宅介護支援の利用人数は 123人、介護予防支援は 131

人です。 

第７期計画期間中のサービスの利用人数の見込みは、以下のとおり計画しました。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

居宅介護支援 

給付費 

（千円） 
16,931 17,257 22,427 23,232 25,192 

人数 

（人） 
123 123 160 165 178 

介護予防支援 

給付費 

（千円） 
6,814 6,938 6,436 6,276 6,274 

人数 

（人） 
130 131 121 118 118 

※給付費は年間累計の金額。人数は１月当たりで算出。 
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（２）介護施設サービス量の見込み 

■サービスの対象者と内容■ 

サービス 対象者 内容 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

要介護 

３～５1 

常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護者

が入所し、日常生活上の支援や介護が受けられる施

設のことです。 

介護老人保健施設 
要介護 

１～５ 

医療施設等での治療を終え状態が安定している要

介護者が入所し、医師や看護士、介護福祉士等から

在宅生活を送るための看護や介護、リハビリテーシ

ョンが受けられる施設です。 

介護医療院 
要介護 

１～５ 

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日

常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する施設

です。 

介護療養型医療施設 
要介護 

１～５ 

緊急を要する治療を終え、長期の療養を必要とす

る要介護者が入所し、医師や看護士等から看護や介

護、リハビリテーションが受けられる施設です。 

 

第６期計画における実績と第７期計画における見込みは以下のとおりです。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

介護老人
福祉施設 

給付費

（千円） 
166,539 160,129 158,678 158,749 158,749 

人数

（人） 
53 48 51 51 51 

介護老人
保健施設 

給付費

（千円） 
157,844 151,207 146,566 146,632 146,632 

人数

（人） 
50 48 46 46 46 

介護医療院 

給付費

（千円） 
  0 0 0 

人数

（人） 
  0 0 0 

介護療養型

医療施設2 

給付費

（千円） 
0 4,381 0 0 0 

人数

（人） 
0 1 0 0 0 

※給付費は年間累計の金額。人数は１月当たりで算出。 

 

                                                
1 原則は要介護３～５。ただし、在宅での日常生活が困難である等やむを得ない事情がある場合には、要介護１・２でも

入所が可能。 
2 現に利用している者の数およびそれらの者の介護給付対象サービスの介護給付対象サービスの事業を行う者の介護療養

施設サービスの事業を行う者の介護保険施設等への転換予定等を勘案して上で定める。 
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（３）地域密着型サービス量の見込み 

サービス 対象者 内容 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 
要介護１～５ 

要介護者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じ

て訪問介護と訪問看護を受けられるサービスです。 

認知症対応型 

通所介護 
要介護１～５ 認知症の要支援・要介護者が通所介護施設等に通い、

入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活上の

世話等が受けられるサービスです。 
介護予防認知症 

対応型通所介護 
要支援１・２ 

小規模多機能型 

居宅介護 
要介護１～５ 要支援・要介護者が通所を中心に、利用者の選択に応

じて訪問、泊まりのサービスを組み合わせ多機能なサー

ビスを受けられます。 
介護予防小規模 

多機能型居宅介護 
要支援１・２ 

認知症対応型 

共同生活介護 
要介護１～５ 

認知症の要支援・要介護者が、身近な施設（グループ

ホーム）において少人数（９人まで）で共同生活を送り

ながら、家庭的な環境のもとで入浴・排泄・食事等の介

護、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練等が受け

られるサービスです。 

介護予防認知症対

応型共同生活介護 
要支援２ 

地域密着型介護 

老人福祉施設 

入所者生活介護 

要介護３～５ 

居宅での介護が困難な要介護者が入所し、入浴・排

泄・食事等の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世

話が受けられる施設サービスです。 

入所定員が 29 名以下の小規模特別養護老人ホーム

で、入所者が能力に応じて自立した日常生活を送ること

を目指します。 

地域密着型 

通所介護 
要介護１～５ 

通所介護サービスのうち定員 18 名以下の小規模の事

業者が行うサービスです。 

 

第６期計画における実績と第７期計画における見込みは以下のとおりです。 

■第６期計画実績と第７期計画の見込み■ 

サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

定期巡回・ 
随時対応型 
訪問介護看護 

給付費 

（千円） 
0 1,843 1,899 1,899 1,899 

人数 

（人） 
0 1 1 1 1 

夜間対応型 
訪問介護 

給付費 

（千円） 
0 0 0 0 0 

人数 

（人） 
0 0 0 0 0 
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サービス 単位 
第６期計画実績 第７期計画見込み 

Ｈ27 
（2015） 

Ｈ28 
（2016） 

Ｈ30 
（2018） 

Ｈ31 
（2019） 

Ｈ32 
（2020） 

認知症対応型 
通所介護 

給付費 

（千円） 
2,879 5,436 8,599 9,205 9,809 

回数 

（回） 
34.9 70.4 111.0 119.0 127.0 

人数 

（人） 
4 9 19 20 21 

小規模多機能型
居宅介護 

給付費 

（千円） 
101,460 98,733 124,257 124,313 124,313 

人数 

（人） 
44 41 50 50 50 

認知症対応型 
共同生活介護 

給付費 

（千円） 
102,495 117,369 129,811 132,653 132,346 

人数 

（人） 
35 41 44 45 45 

地域密着型 
特定施設入居者

生活介護 

給付費 

（千円） 
0 0 0 0 0 

人数 

（人） 
0 0 0 0 0 

地域密着型介護
老人福祉施設 
入所者生活介護 

給付費 

（千円） 
97,300 96,073 94,351 94,015 94,015 

人数 

（人） 
29 27 29 29 29 

看護小規模多機
能型居宅介護 

給付費 

（千円） 
0 0 0 0 0 

人数 

（人） 
0 0 0 0 0 

地域密着型 
通所介護 

給付費 

（千円） 
 6,025 2,866 2,867 2,867 

回数 

（回） 
 87.7 39.0 39.0 39.0 

人数 

（人） 
 12 6 6 6 

介護予防認知症
対応型通所介護 

給付費 

（千円） 
438 963 1,859 1,860 1,860 

回数 

（回） 
7.3 15.8 30.0 30.0 30.0 

人数 

（人） 
1 3 3 3 3 

介護予防小規模
多機能型 
居宅介護 

給付費 

（千円） 
3,985 7,550 6,632 6,635 6,635 

人数 

（人） 
5 9 8 8 8 

介護予防認知症
対応型共同 
生活介護 

給付費 

（千円） 
657 9,273 5,575 2,789 2,789 

人数 

（人） 
1 4 2 1 1 

※給付費は年間累計の金額。回数、人数は１月当たりで算出。 
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第３節 保険料の算出 

（１）介護保険給付費の負担割合 

介護保険給付費の負担割合は、50％を公費、残り 50％を被保険者の保険料とすること

が定められています。また、被保険者の負担分については、全国の第１号被保険者と第

２号被保険者の見込数の割合に応じて、３年ごとに負担割合の見直しが行われます。 

これにより、第７期の第１号被保険者負担割合は 22％から 23％に、第２号被保険者負

担割合は 28％から 27％に、それぞれ変更されました。 

■介護保険給付費の負担割合（施設等分）■ 

国 道 町 
第１号被保険者

の負担額 

第２号被保険者

の負担額 

20％ 17.5％ 12.5％ 23％ 27％ 

 

■介護保険給付費の負担割合（その他分）■ 

国 道 町 
第１号被保険者

の負担額 

第２号被保険者

の負担額 

25％ 12.5％ 12.5％ 23％ 27％ 

 

（２）地域支援事業費の負担割合 

地域支援事業の財源は、介護保険給付費と同様に、介護保険料と公費で構成されます。

介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業の負担割合は次のとお

りです。 

■地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）の負担割合■ 

国 道 町 
第１号被保険者

の負担額 

第２号被保険者

の負担額 

25％ 12.5％ 12.5％ 23％ 27％ 

 

■地域支援事業費（包括的支援事業、任意事業）の負担割合■ 

国 道 町 
第１号被保険者

の負担額 

第２号被保険者

の負担額 

38.5％ 19.25％ 19.25％ 23％ 0％ 
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（３）保険給付費等の見込額 

①標準給付見込額 

単位：円 

 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 
合計 

総給付費 925,553,000 935,407,000 940,661,000 2,801,621,000 

特定入居者介護 

サービス被等給付額 
59,000,000 59,000,000 59,000,000 177,000,000 

高額介護サービス費

等給付額 
29,000,000 29,000,000 29,000,000 87,000,000 

高額医療合算介護 

サービス費等給付額 
4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 

算定対象診査支払 

手数料 
718,200 718,200 718,200 2,154,600 

標準給付費見込額 1,057,662,247 1,067,308,202 1,072,557,001 3,197,527,450 

②地域支援事業費見込額 

単位：円 

 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 
合計 

介護予防・日常生活 

支援総合事業費 
40,000,000 40,000,000 40,000,000 120,000,000 

包括的支援事業・任意

事業費 
25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000 

合計 65,000,000 65,000,000 65,000,000 195,000,000 
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（４）保険給付費等の見込額 

団塊の世代が 75歳を迎える平成 37年度（2025年度）においては、後期高齢者人口が

増加し、それに伴って要介護認定者及び保険給付費も増大すると見込まれます。平成 32

年度（2020年度）及び平成 37年度（2025年度）については、以下のとおり推計されま

す。 

■中長期的な推計■ 

 
平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 37 年度 

（2025 年度） 

高齢者人口 3,491 人 3,421 人 

要介護（要支援）認定者数 789人 872人 

標準給付費見込額 1,072,557,001 円 1,121,426,285 円 

地域支援事業費 65,000,000 円 65,000,000 円 

介護給付費と地域支援事業

費の合計 
1,137,557,001 円 1,186,426,285円 

保険料基準額（月額） 5,600 円 6,402 円 
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（５）基準額に対する介護保険料の段階設定等 

本計画期間内における介護保険料の段階設定は第６期計画期間と同様に、９段階とし

て設定し、各段階の算定基準は以下のように定めます。第６期における基準所得等につ

いては、第７段階から第９段階までで変更されています。 

■第７期介護保険料の段階設定及び基準額に対する保険料率■ 

段階 保険料率 第６期対象者 第７期対象者 

第１段階 
基準額 

×0.50 

・生活保護受給者 

・老年福祉年金受給者で世帯全

員が市町村民税非課税 

・世帯全員が市町村民税非課税

で、本人の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 80 万

円以下の者等 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で世帯全

体が市町村民税非課税世帯 

・世帯全体が市町村民税非課税

で、本人の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 80 万

円以下の者等 

第２段階 
基準額 

×0.75 

・世帯全員が市町村民税非課税

で、本人の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 80 万

円を超え 120万円以下の者等 

・世帯全員が市町村民税非課税

で、本人の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 80 万

円を超え 120万円以下の者等 

第３段階 
基準額 

×0.75 

・世帯全員が市町村民税非課税

で、本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が 120

万円を超える者等 

・世帯全員が市町村民税非課税

で、本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が 120

万円を超える者等 

第４段階 
基準額 

×0.90 

・世帯に市町村民税課税者がい

るが、本人は市町村民税非課

税で、本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計額が

80 万円以下の者等 

・世帯に市町村民税課税者がい

るが、本人は市町村民税非課

税で、本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計額が

80 万円以下の者等 

第５段階 
基準額 

×1.00 

・世帯に市町村民税課税者がい

るが、本人は市町村民税非課

税で本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計額が

80 万円を超える者等 

・世帯に市町村民税課税者がい

るが、本人は市町村民税非課

税で本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計額が

80 万円を超える者等 

第６段階 
基準額 

×1.20 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得が 120万円未満の者等 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得が 120万円未満の者等 

第７段階 
基準額 

×1.30 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得金額が 120 万円以上

190 万円未満の者等 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得金額が 120 万円以上

200 万円未満の者等 

第８段階 
基準額 

×1.50 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得金額が 190 万円以上

290 万円未満の者等 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得金額が 200 万円以上

300 万円未満の者等 

第９段階 
基準額 

×1.70 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得金額が 290万円以上の

者等 

・本人が市町村民税課税で、合

計所得金額が 300万円以上の

者等 

 

 



 

79 

第７期計画期間における段階別の保険料率は以下に示すとおりです。 

■第７期介護保険料段階別保険料■ 

段階 保険料率 保険料（月額） 

第１段階 
基準額 

×0.50 
2,800 円 

第２段階 
基準額 

×0.75 
4,200 円 

第３段階 
基準額 

×0.75 
4,200 円 

第４段階 
基準額 

×0.90 
5,040 円 

第５段階 
基準額 

×1.00 
5,600 円 

第６段階 
基準額 

×1.20 
6,720 円 

第７段階 
基準額 

×1.30 
7,280 円 

第８段階 
基準額 

×1.50 
8,400 円 

第９段階 
基準額 

×1.70 
9,520 円 
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（６）低所得者への支援 

①保険料率の段階区分 

介護保険料は、被保険者及びその世帯の住民税課税状況に応じて９段階に設定してい

ます。 

②介護保険料の減免 

災害等の特別な事情により、一時的に介護保険料の負担能力の低下が認められるよう

な場合には、介護保険料の減免あるいは徴収を猶予されます。 

③高額介護サービス費の支給 

１か月に支払った介護サービス利用者負担が一定の上限額を超えたとき、申請によっ

てその超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。平成 29年（2017年）８

月以降、住民税課税世帯に属するすべての被保険者を対象として限度額が月額 44,400円

となりました。 

なお、介護サービスを長期利用する対象者が過大な負担を課されることのないよう、

同じ世帯のすべての 65歳以上の者の利用者負担割合が１割の世帯については、激変緩和

措置として３年間（平成 32年（2020年）７月まで）に限り、年間を通しての負担額が

446,400円を超えた場合に、その超えた額が「高額介護サービス費」として払い戻されま

す。 

④特定入所者介護（介護予防）サービス費の支給 

町民税非課税世帯等の低所得者（利用者負担が第１～第３段階）に該当する要介護者

または要支援者が、介護保険施設等で施設サービスや短期入所サービスを利用した際に

生じる居住費（滞在費）・食費について負担限度が設定され、この額を超えた分につい

ては、「特定入所者介護（介護予防）サービス費」として介護保険制度で事業所に給付

されます。 

⑤社会福祉法人による利用者負担の軽減制度 

社会福祉法人が運営する施設等で提供される介護サービスを利用する場合に、利用者

負担額が軽減されます。 

⑥高額医療費合算介護サービス費の支給 

世帯内の医療保険・後期高齢者医療の被保険者が、一年間に支払った医療保険と介護

保険の自己負担を合計し、基準額を超えたとき、申請によってその超えた額が、「高額

医療費合算サービス費」として支給されます。 
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第７章 計画推進のために 

第１節 計画の円滑な推進 

（１）地域包括ケアシステムの構築 

①地域包括支援センターの運営 

【施策の方向性】 

高齢者に総合的・継続的に支援・サービスを提供するため、地域包括支援センターを

中心として清水町社会福祉協議会、介護サービス事業者等関係機関との連携、情報の共

有等を進め、高齢者を継続的に支援します。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

地域包括支援センター
運営協議会開催回数 

回 1 1 1 

 

②地域ケア会議の運営 

【施策の方向性】 

医療・介護等の他職種から構成される「地域ケア会議」の実施により、ケアマネジメ

ント支援、地域包括支援ネットワークの構築、地域課題の把握を推進し、地域資源の開

発等必要な施策につなげていきます。 

【事業の実績】 

実績 

指標 単位 
平成 27 年度

（2015 年度） 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

地域ケア推進会議 

開催回数 
 1 1 1 

地域支援会議 

開催回数 
回 12 12 12 

介護予防ケアプラン 

策定件数 
件 1,557 1,573 1,600 
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（２）サービス基盤の整備 

①サービスの質の向上 

【施策の方向性】 

介護支援専門員等に対する研修や実施するほか、サービス内容等の改善が必要な介護

サービス事業者に対して適正な指導に努めていきます。 

②介護人材の確保と資質の向上 

【施策の方向性】 

必要となる介護人材の確保に向け、本町の介護人材確保助成事業を継続実施し、さら

に国や道と連携し、介護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所

や医療・介護関係団体等の連携・協力体制を構築し、人材確保及び資質の向上に取り組

みます。 

③正確な情報の提供 

【施策の方向性】 

介護保険制度に関する情報を広報やホームページ等を通じて広く周知を図り、町民の

制度理解を進めます。 

 

 

（３）介護事業の円滑な運営 

①介護給付等費用適正化事業 

【施策の方向性】 

介護（予防）給付について、不要なサービス提供を防止し、介護給付費等費用の適正

化を図るため、認定調査状況のチェック、住宅改修等の点検、介護給付費通知等に取り

組みます。 
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第２節 成果目標の設定 

本計画の推進により、以下に示す成果目標を達成できるよう、各施策・事業の推進に

努めます。 

■成果目標■ 

指標項目 備考 
現状 目標 目標 目標 

平成 28年度 

（2016年度） 

平成 30年度 

（2018年度） 

平成 31年度 

（2019年度） 

平成 32年度

（2020年度） 

○地域包括ケア「見える化」

システムを活用し、他の保

険者と比較して我が町の介

護保険事業の特徴を把握

し、地域会議等において公

表しているか。 

- 

我が町状況

を分析し、

地域ケア会

議等で公表

している。 

継続実施 継続実施 継続実施 

○地域密着型サービス事業所

の運営状況を、運営協議会

等で点検しているか。 

現況届の

提出 
実施 実施 実施 実施 

運営協議

会の開催 
年１回 年１回以上 年１回以上 年１回以上 

○介護認定業務分析データを

活用した認定状況の把握を

しているか。 

軽度 

認定率 
10.6％ 10.5％ 10.2％ 10.0％ 

中・重度 

認定率 
8.8％ 8.5％ 8.2％ 8.0％ 

○給付実績を活用した適正化

事業を実施しているか。 

給付通知

の発送 

年３回 

（1,409 通） 
年３回 年３回 年３回 

○介護予防ボランティアに参

加している高齢者の割合 

介護ボラ

ンティア

登録者 

3.9％ 3.9％ 4.0％ 4.1％ 

○介護予防に資する住民主体

の通いの場への 65 歳以上

の方の参加割合 

地域サロ

ン等参加

者数 

2.3％ 3.4％ 3.9％ 4.4％ 

○介護認定業務分析データを

活用した認知高齢者自立度

の割合 

自立度Ⅱ

以下 
49.4％ 49.2％ 49.0％ 49.0％ 

自立度Ⅲ

以上 
15.4％ 15.2％ 15.0％ 14.8％ 

○要支援認定者の介護予防・生

活支援サービス事業利用率 
- 該当なし 38.6％ 40.4％ 41.3％ 

○医療・介護関係の多職種が

合同で参加する研修会・交

流の場を開催又は開催支援

しているか。 

- 

近隣町村と

の交流を含

め、年１回

以上開催し

ている。 

近隣町村と

の交流を含

め、年１回

以上開催す

る。 

近隣町村と

の交流を含

め、年１回

以上開催す

る。 

近隣町村と

の交流を含

め、年１回

以上開催す

る。 

○認知症支援に関わるボラン

ティア等の養成を行ってい

るか。 

登録者数 84 人 80 人 80 人 80 人 

○必要な介護人材を確保する

ための具体的な取組を行っ

ているか。 

介護人材

助成事業 
該当なし 実施 実施 実施 

人材確保

プロジェ

クト会議 

該当なし 設立 会議運営 会議運営 

 



 

84 

第８章 資料編 

資料１ 清水町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会
設置要綱 

 

（設置） 

第１条 高齢者が安心して住み慣れた地域で生涯を過ごせるまちづくりの指針となる、清水

町高齢者福祉計画・介護保険事業計画（以下「計画」という。）を策定するため、清水町

高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（事務事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 清水町高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に関すること。 

(2) 清水町の福祉サービス及び介護サービスのあり方に関すること。 

(3) その他前条の目的を達成するために必要と認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、１０名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(1) 医療関係者 

 (2) 保健関係者 

 (3) 福祉関係者 

 (4) 被保険者 

３ 前項第４号に規定する委員は、公募に応募した清水町に住所を有する４０歳以上の町民

のうち３名以内とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、当該計画の策定終了までとする。 

２ 委員に欠員の生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、必要に応じて関係職員を出席させ、その意見や情報を求めることができる。 

（報償費の支出） 

第７条 委員会に出席した委員には、予算の範囲内の報償費を支出する。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局を保健福祉課に置く。 

（委任） 
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第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は委員長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年 ６月 １日から施行する。 

２ この要綱による最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、町長が招集する。 
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資料２ 清水町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員名簿 

 

 

 氏 名 所 属 機 関 等 備 考 

１ 石 井 康 浩 清水赤十字病院 医 療 

２ 佐々木 政 人 医療法人 前田クリニック 医 療 

３ 高 橋 やよい 医療法人社団星光会 御影診療所 医 療 

４ 細 野 博 昭 社会福祉法人 清水町社会福祉協議会 福 祉 

５ 児 玉 一 紀 清水町民生委員協議会 福 祉 

６ 鈴 木 康 功 社会福祉法人 清水旭山学園せせらぎ荘 福 祉 

７ 米 田 佳代子 清水町保健推進協議会 保 健 

８ 森 井  勉  公 募 

９ 飯 野 真百美  公 募 
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